
 

議案第８８号 

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関 

する条例等の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年３月１３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関 

する条例等の一部を改正する条例 

（さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正） 

第１条 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

目次 
第１章～第８章 ［略］ 
第９章 自立訓練（機能訓練） 
 第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準

（第１４９条の２―第１４９条の５） 
  第６節 ［略］ 

第１０章～第１８章 ［略］ 
 附則 

目次 
第１章～第８章 ［略］ 
第９章 自立訓練（機能訓練） 
 第１節～第４節 ［略］ 

  第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準

（第１４９条の２―第１４９条の４） 
  第６節 ［略］ 
 第１０章～第１８章 ［略］ 
 附則 

  
（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴～⒃ ［略］  ⑴～⒃ ［略］ 



 

 ⒄ 多機能型 第７９条に規定する指定生活介護

の事業、第１４２条に規定する指定自立訓練（

機能訓練）の事業、第１５２条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）の事業、第１６２条に規

定する指定就労移行支援の事業、第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び第１

８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業 
  並びにさいたま市指定通所支援の事業等の人員、

  設備及び運営の基準等に関する条例（平成２４

年さいたま市条例第６４号。以下「指定通所支

援条例」という。）第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、指定通所支援条例第７２条に

規定する指定放課後等デイサービスの事業、指

定通所支援条例第８１条の２に規定する指定居

宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援

条例第８２条に規定する指定保育所等訪問支援

の事業のうち２以上の事業を一体的に行うこと

（指定通所支援条例に規定する事業のみを行う

場合を除く。）をいう。 

 ⒄ 多機能型 第７９条に規定する指定生活介護

の事業、第１４２条に規定する指定自立訓練（

機能訓練）の事業、第１５２条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）の事業、第１６２条に規

定する指定就労移行支援の事業、第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び第１

８６条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業 
  並びにさいたま市指定通所支援の事業等の人員、

  設備及び運営の基準等に関する条例（平成２４

年さいたま市条例第６４号。以下「指定通所支

援条例」という。）第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、指定通所支援条例第６２条に

規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定

通所支援条例第７２条に規定する指定放課後等

デイサービスの事業、指定通所支援条例第８１

条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援

の事業及び指定通所支援条例第８２条に規定す

る指定保育所等訪問支援の事業のうち２以上の

事業を一体的に行うこと（指定通所支援条例に 
  規定する事業のみを行う場合を除く。）をいう。

  
 （管理者）  （管理者） 
第７条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介

護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居

宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事

させることができるものとする。 

第７条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介

護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事させるこ

とができるものとする。 
  
 （指定居宅介護の具体的取扱方針）  （指定居宅介護の具体的取扱方針） 
第２６条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する

指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによる

ものとする。 

第２６条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する

指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによる

ものとする。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が

自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、利用者の意思決定の支援に配慮する

こと。 

 

 ⑶ ［略］  ⑵ ［略］ 
 ⑷ ［略］  ⑶ ［略］ 
 ⑸ ［略］  ⑷ ［略］ 
  
 （居宅介護計画の作成）  （居宅介護計画の作成） 
第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 
２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を

作成した際は、利用者及びその同居の家族にその

内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利

用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を

作成した際は、利用者及びその同居の家族にその

内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交

付しなければならない。 



 

害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第５

１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援を

いう。以下同じ。）又は指定障害児相談支援（児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条

の２６第２項に規定する指定障害児相談支援をい

う。）を行う者（以下これらを総称して「指定特

定相談支援事業者等」という。）に交付しなけれ

ばならない。 
３ サービス提供責任者は、第１項の居宅介護計画

の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状

況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画

の変更を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後に

おいても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を

行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行

うものとする。 
４ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （管理者及びサービス提供責任者の責務）  （管理者及びサービス提供責任者の責務） 
第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行

われるよう努めなければならない。 

 

  
 （管理者）  （管理者） 
第４６条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居

宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理

者を置かなければならない。ただし、基準該当居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基

準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又

は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施 
設等の職務に従事させることができるものとする。

第４６条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居

宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理

者を置かなければならない。ただし、基準該当居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基

準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事させることができるものとする。 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第５１条 ［略］ 第５１条 ［略］ 
２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
７ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設

（児童福祉法第４２条第２号に規定する医療型障

害児入所施設をいう。以下この項及び第５３条第

３項において同じ。）に係る指定障害児入所施設

（同法第２４条の２第１項に規定する指定障害児

入所施設をいう。以下同じ。）の指定を受け、か

つ、指定療養介護と指定入所支援（同項に規定す

る指定入所支援をいう。次項及び第５３条第３項

において同じ。）とを同一の施設において一体的

に提供している場合については、さいたま市指定

障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成２４年さいたま市条例第６５

号。第５３条第３項において「指定障害児入所施

設等条例」という。）第５３条に規定する人員に

７ 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４

２条第２号に規定する医療型障害児入所施設をい 
 う。以下この項及び第５３条第３項において同じ。

 ）に係る指定障害児入所施設（同法第２４条の２

第１項に規定する指定障害児入所施設をいう。以

下同じ。）の指定を受け、かつ、指定療養介護と

指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をい

う。次項及び第５３条第３項において同じ。）と

を同一の施設において一体的に提供している場合

については、さいたま市指定障害児入所施設等の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第６５号。第５３条第３項

において「指定障害児入所施設等条例」という。



 

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

）第５３条に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 
８ 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関

（児童福祉法第７条第２項に規定する指定発達支

援医療機関をいう。以下この項において同じ。）

の設置者である場合であって、療養介護と指定入

所支援とを同一の機関において一体的に提供して

いるときは、指定発達支援医療機関として適切な

医療その他のサービスを提供するのに必要な人員

を確保していることをもって、第１項から第６項

までに規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

８ 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関

（児童福祉法第６条の２の２第３項に規定する指

定発達支援医療機関をいう。以下この項において

同じ。）の設置者である場合であって、療養介護

と指定入所支援とを同一の機関において一体的に

提供しているときは、指定発達支援医療機関とし

て適切な医療その他のサービスを提供するのに必

要な人員を確保していることをもって、第１項か

ら第６項までに規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 
  
 （指定療養介護の取扱方針）  （指定療養介護の取扱方針） 
第５９条 ［略］ 第５９条 ［略］ 
２ 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、利用

者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （療養介護計画の作成等）  （療養介護計画の作成等） 
第６０条 ［略］ 第６０条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に 
 当たっては、適切な方法により、利用者について、

 その有する能力、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活や課題等の把握（以下この章において「ア

セスメント」という。）を行うとともに、利用者

の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつ

つ、利用者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上での適切な支援内容の検討を

しなければならない。 

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に 
 当たっては、適切な方法により、利用者について、

 その有する能力、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活や課題等の把握（以下この章において「ア

セスメント」という。）を行い、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるように支援する上 
 での適切な支援内容の検討をしなければならない。

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思

を決定することに困難を抱える場合には、適切に

意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及

び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しな

ければならない。 

 

４ ［略］ ３ ［略］ 
５ ［略］ ４ ［略］ 
６ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者及び当該利用者に対する指定療

養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会

議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を開催し、当該利用者の

生活に対する意向等を改めて確認するとともに、

前項に規定する療養介護計画の原案の内容につい

て意見を求めるものとする。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者に対する指定療養介護の提供に

当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を開催し、前項に規定する療養介護計画

の原案の内容について意見を求めるものとする。 



 

７ サービス管理責任者は、第５項に規定する療養

介護計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養

介護計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 
８ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成し

た際には、当該療養介護計画を利用者及び指定特

定相談支援事業者等に交付しなければならない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成し

た際には、当該療養介護計画を利用者に交付しな

ければならない。 
９ ［略］ ８ ［略］ 
１０ ［略］ ９ ［略］ 
１１ 第２項から第８項までの規定は、第９項に規

定する療養介護計画の変更について準用する。 
１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規

定する療養介護計画の変更について準用する。 
  
 （サービス管理責任者の責務）  （サービス管理責任者の責務） 
第６１条 ［略］ 第６１条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行

われるよう努めなければならない。 

 

  
 （記録の整備）  （記録の整備） 
第７７条 ［略］ 第７７条 ［略］ 
２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療

養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

当該指定療養介護を提供した日から５年間保存し

なければならない。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療

養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

当該指定療養介護を提供した日から５年間保存し

なければならない。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第５５条第１項に規定するサービスの提供の

記録 
 ⑵ 第５５第１項に規定するサービスの提供の記

録 
 ⑶～⑹ ［略］  ⑶～⑹ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指

定生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）

に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指

定生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）

に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、第９章及び第１０章に

おいて同じ。）、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士及び生活支援員 

 ⑵ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、第９章及び第１０章に

おいて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及

び生活支援員 
  ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定生活

介護の単位ごとに、常勤換算方法で、（ア）から

（ウ）までに掲げる平均障害支援区分（指定障害

福祉サービス省令第７８条第１項第２号イに

規定する厚生労働大臣が定めるところにより

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ご

とに、常勤換算方法で、（ア）から（ウ）までに掲げ

る平均障害支援区分（指定障害福祉サービス

省令第７８条第１項第２号イに規定する厚生

労働大臣が定めるところにより算定した障害



 

算定した障害支援区分の平均値をいう。以下

同じ。）に応じ、それぞれ（ア）から（ウ）までに定

める数とする。 

支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応 
   じ、それぞれ（ア）から（ウ）までに定める数とする。

   （ア）～（ウ） ［略］    （ア）～（ウ） ［略］ 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

数は、利用者に対して日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う

場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓

練を行うために必要な数とする。 

  ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者

に対して日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う場合は、指定

生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うため

に必要な数とする。 
  エ ［略］   エ ［略］ 
 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 第１項第２号の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確

保することが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 
  
 （職場への定着のための支援等の実施）  （職場への定着のための支援等の実施） 
第８７条の２ 指定生活介護事業者は、障害者の職

場への定着を促進するため、当該指定生活介護事

業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業

所に新たに雇用された障害者について、障害者就

業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に

関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２７

条第２項に規定する障害者就業・生活支援センタ 
 ーをいう。以下同じ。）等の関係機関と連携して、

 当該障害者が就職した日から６月以上、職業生活

における相談等の支援の継続に努めなければなら

ない。 

第８７条の２ 指定生活介護事業者は、障害者の職

場への定着を促進するため、当該指定生活介護事

業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業

所に新たに雇用された障害者について、障害者就

業・生活支援センター等の関係機関と連携して、

当該障害者が就職した日から６月以上、職業生活

における相談等の支援の継続に努めなければなら

ない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能

型居宅介護事業者等の基準） 
 （共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能

型居宅介護事業者等の基準） 
第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス条例第８３条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。）、指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス条例第１９２条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（さい

たま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第７４号。以下「指定地域

密着型介護予防サービス条例」という。）第４５

第９５条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス条例第８３条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。）、指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス条例第１９２条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（さい

たま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第７４号。以下「指定地域

密着型介護予防サービス条例」という。）第４５



 

条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指

定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）

が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指

定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）

が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 
 ⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（

指定地域密着型サービス条例第１９２条第１項

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サ

ービス条例第４５条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」という。）の登録定員（当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指

定地域密着型サービス条例第８３条第１項若し

くは第１９２条第１項又は指定地域密着型介護

予防サービス条例第４５条第１項に規定する登

録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介

護、共生型自立訓練（機能訓練）（第１４９条

の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）を

いう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）

（第１５９条の２に規定する共生型自立訓練（

生活訓練）をいう。）又は共生型児童発達支援

（指定通所支援条例第５５条の２に規定する共

生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放

課後等デイサービス（指定通所支援条例第７８

条の２に規定する共生型放課後等デイサービス

をいう。）（以下「共生型通いサービス」とい

う。）を利用するために当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び 
  障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、

  第１４９条の４及び第１５９条の３において同

じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス

条例第８３条第７項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型サービス条例第１９２

条第８項に規定するサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型介護予防サービス条例

第４５条第７項に規定するサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

第９７条において同じ。）（以下「サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい

 ⑴ 指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（

指定地域密着型サービス条例第１９２条第１項

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サ

ービス条例第４５条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」という。）の登録定員（当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指

定地域密着型サービス条例第８３条第１項若し

くは第１９２条第１項又は指定地域密着型介護

予防サービス条例第４５条第１項に規定する登

録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介

護、共生型自立訓練（機能訓練）（第１４９条

の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）を

いう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）

（第１５９条の２に規定する共生型自立訓練（

生活訓練）をいう。）又は共生型児童発達支援

（指定通所支援条例第５５条の２に規定する共

生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放

課後等デイサービス（指定通所支援条例第７８

条の２に規定する共生型放課後等デイサービス

をいう。）（以下「共生型通いサービス」とい

う。）を利用するために当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び 
  障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、

  第１４９条の３及び第１５９条の３において同

じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス

条例第８３条第７項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型サービス条例第１９２

条第８項に規定するサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。）又はサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型介護予防サービス条例

第４５条第７項に規定するサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

第９７条において同じ。）（以下「サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」とい



 

う。）にあっては、１８人）以下とすること。 う。）にあっては、１８人）以下とすること。 
 ⑵ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供

する指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス条例第８２条に規定する指定小規

模多機能型居宅介護をいう。）、指定看護小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス

条例第１９１条に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護をいう。）又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防

サービス条例第４４条に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）

（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」とい

う。）のうち通いサービス（指定地域密着型サ

ービス条例第８３条第１項若しくは第１９２条

第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基

準第４５条第１項に規定する通いサービスをい

う。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利

用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者

及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限を

いう。以下この条、第１４９条の４及び第１５

９条の３において同じ。）を登録定員の２分の

１から１５人（登録定員が２５人を超える指定

小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登

録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては１２人）までの範囲内とすること。 

 ⑵ 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供

する指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス条例第８２条に規定する指定小規

模多機能型居宅介護をいう。）、指定看護小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス

条例第１９１条に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護をいう。）又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防

サービス条例第４４条に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）

（以下「指定小規模多機能型居宅介護等」とい

う。）のうち通いサービス（指定地域密着型サ

ービス条例第８３条第１項若しくは第１９２条

第１項又は指定地域密着型介護予防サービス基

準第４５条第１項に規定する通いサービスをい

う。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利

用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者

及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限を

いう。以下この条、第１４９条の３及び第１５

９条の３において同じ。）を登録定員の２分の

１から１５人（登録定員が２５人を超える指定

小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登

録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等

にあっては１２人）までの範囲内とすること。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
  
 （指定短期入所の取扱方針）  （指定短期入所の取扱方針） 
第１０６条 ［略］ 第１０６条 ［略］ 
２ 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、利用

者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （指定重度障害者等包括支援の取扱方針）  （指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 
第１２０条 ［略］ 第１２０条 ［略］ 
２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が

自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなけれ

ばならない。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （重度障害者等包括支援計画の作成）  （重度障害者等包括支援計画の作成） 
第１２１条 ［略］ 第１２１条 ［略］ 



 

２ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援

計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族

にその内容を説明するとともに、当該重度障害者

等包括支援計画を利用者及びその同居の家族並び

に指定特定相談支援事業者等に交付しなければな

らない。 

２ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援

計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族

にその内容を説明するとともに、当該重度障害者

等包括支援計画を交付しなければならない。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  
 （準用）  （準用） 
第１２３条 第１０条から第２２条まで、第２４条、

 第２９条、第３０条、第３１条第４項、第３４条

（第１項及び第２項を除く。）から第４３条まで

及び第６８条の規定は、指定重度障害者等包括支

援の事業について準用する。この場合において、

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１

２２条」と、第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第１２３条において準用する次条第１

項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１２３条において準用する第２２条

第２項」と読み替えるものとする。 

第１２３条 第１０条から第２２条まで、第２４条、

 第２９条、第３０条、第３４条（第１項及び第２

項を除く。）から第４３条まで及び第６８条の規

定は、指定重度障害者等包括支援の事業について

準用する。この場合において、第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１２２条」と、第２

１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１２

３条において準用する次条第１項」と、第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１２

３条において準用する第２２条第２項」と読み替

えるものとする。 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第１４３条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行

う者（以下「指定自立訓練（機能訓練）事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

自立訓練（機能訓練）事業所」という。）に置く

べき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

第１４３条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行

う者（以下「指定自立訓練（機能訓練）事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

自立訓練（機能訓練）事業所」という。）に置く

べき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 
 ⑴ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士及び生活支援員 
 ⑴ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員 
  ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定自立

訓練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方 
   法で、利用者の数を６で除した数以上とする。

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は、指定自立訓練（機能訓

練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者

の数を６で除した数以上とする。 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

数は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごと

に、１以上とする。 

  ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自

立訓練（機能訓練）事業所ごとに、１以上と

する。 
  エ ［略］   エ ［略］ 
 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 第１項第１号の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 

４ 第１項第１号の理学療法士又は作業療法士を確

保することが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 
  
 （準用）  （準用） 



 

第１４９条 第１０条から第２１条まで、第２３条、

 第２４条、第２９条、第３４条の２、第３６条の 
２から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７６条、

第７７条及び第８７条の２から第９４条までの規 
定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について

準用する。この場合において、第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１４９条において準

用する第９１条」と、第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１４６条第１項」と、第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１４６条第２項」と、第５９条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第１４９条において読み替え

て準用する次条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第６

０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同条第９項中「６月」とあ

るのは「３月」と、第６１条中「前条」とあるの

は「第１４９条において準用する前条」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるの

は「第１４９条において読み替えて準用する第６

０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「

第５５条第１項」とあるのは「第１４９条におい

て準用する第２０条第１項」と、同項第３号中「

第６７条」とあるのは「第１４９条において準用

する第９０条」と、同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１４９条」と、第９１条

中「第９４条第１項」とあるのは「第１４９条に

おいて準用する第９４条第１項」と、第９４条第

１項中「前条」とあるのは「第１４９条において

準用する前条」と読み替えるものとする。 

第１４９条 第１０条から第２１条まで、第２３条、

 第２４条、第２９条、第３４条の２、第３６条の 
２から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７６条、

第７７条及び第８７条の２から第９４条までの規

定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について

準用する。この場合において、第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１４９条において準

用する第９１条」と、第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１４６条第１項」と、第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１４６条第２項」と、第５９条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第１４９条において読み替え

て準用する次条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第６

０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあ

るのは「３月」と、第６１条中「前条」とあるの

は「第１４９条において準用する前条」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるの

は「第１４９条において読み替えて準用する第６

０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「

第５５条第１項」とあるのは「第１４９条におい

て準用する第２０条第１項」と、同項第３号中「

第６７条」とあるのは「第１４９条において準用

する第９０条」と、同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１４９条」と、第９１条

中「第９４条第１項」とあるのは「第１４９条に

おいて準用する第９４条第１項」と、第９４条第

１項中「前条」とあるのは「第１４９条において

準用する前条」と読み替えるものとする。 
  
 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定

通所リハビリテーション事業者の基準） 
 

第１４９条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事

業を行う指定通所リハビリテーション事業者（指

定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定す

る指定通所リハビリテーション事業者をいう。以 
 下同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、

 次のとおりとする。 

 

 ⑴ 指定通所リハビリテーション事業所（指定居

宅サービス等基準第１１１条第１項に規定する

指定通所リハビリテーション事業所をいう。以

下同じ。）の専用の部屋等の面積（当該指定通

所リハビリテーション事業所が介護老人保健施

設（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

８条第２８項に規定する介護老人保健施設をい

う。）又は介護医療院（同条第２９項に規定す 
る介護医療院をいう。）である場合にあっては、

 



 

当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保され

ている食堂（リハビリテーションに供用される

ものに限る。）の面積を加えるものとする。第

１５０条第２号において同じ。）を、指定通所

リハビリテーション（指定居宅サービス等基準

第１１０条に規定する指定通所リハビリテーシ

ョンをいう。以下同じ。）の利用者の数と共生

型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数

で除して得た面積が３平方メートル以上である

こと。 
 ⑵ 指定通所リハビリテーション事業所の従業者

の員数が、当該指定通所リハビリテーション事

業所が提供する指定通所リハビリテーションの

利用者の数を指定通所リハビリテーションの利

用者の数及び共生型自立訓練（機能訓練）の利

用者の数の合計数であるとした場合における当

該指定通所リハビリテーション事業所として必

要とされる数以上であること。 

 

 ⑶ 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対し

て適切なサービスを提供するため、指定自立訓

練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。 

 

  
第１４９条の４ ［略］ 第１４９条の３ ［略］ 
  
第１４９条の５ ［略］ 第１４９条の４ ［略］ 
  
 （基準該当自立訓練（機能訓練）の基準）  （基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 
第１５０条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当

障害福祉サービス（第１５０条の３に規定する病

院等基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。以下

この節において「基準該当自立訓練（機能訓練）

」という。）の事業を行う者（以下この節におい

て「基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」とい

う。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次

のとおりとする。 

第１５０条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当

障害福祉サービス（以下この節において「基準該

当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行

う者（以下この節において「基準該当自立訓練（

機能訓練）事業者」という。）が当該事業に関し

て満たすべき基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリ

テーション事業者であって、地域において自立

訓練（機能訓練）が提供されていないこと等に

より自立訓練（機能訓練）を受けることが困難

な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所 
  リハビリテーションを提供するものであること。

 ⑴ 指定通所介護事業者等であって、地域におい

て自立訓練（機能訓練）が提供されていないこ

と等により自立訓練（機能訓練）を受けること

が困難な障害者に対して指定通所介護等を提供

するものであること。 

 ⑵ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室

又は指定通所リハビリテーション事業所の専用

の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通

所リハビリテーションの利用者の数と基準該当

自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合

計数で除して得た面積が３平方メートル以上で

あること。 

 ⑵ 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室

の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準

該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数

の合計数で除して得た面積が３平方メートル以

上であること。 



 

 ⑶ 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリ

テーション事業所の従業者の員数が、当該指定

通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテ

ーション事業所が提供する指定通所介護等又は

指定通所リハビリテーションの利用者の数を指

定通所介護等又は指定通所リハビリテーション

の利用者及び基準該当自立訓練（機能訓練）を

受ける利用者の数の合計数であるとした場合に

おける当該指定通所介護事業所等又は当該指定

通所リハビリテーション事業所として必要とさ

れる数以上であること。 

 ⑶ 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当

該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介

護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及

び基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用

者の数の合計数であるとした場合における当該

指定通所介護事業所等として必要とされる数以

上であること。 

 ⑷ ［略］  ⑷ ［略］ 
  
 （病院又は診療所における基準該当障害福祉サー

ビス（自立訓練）に関する基準） 
 

第１５０条の３ 地域において自立訓練（機能訓練

）が提供されていないこと等により自立訓練（機

能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病

院又は診療所（以下「病院等基準該当自立訓練（

機能訓練）事業者」という。）が行う自立訓練（

機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以

下この条において「病院等基準該当自立訓練（機

能訓練）」という。）に関して病院等基準該当自

立訓練（機能訓練）事業者が満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

 

 ⑴ 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を行う

事業所（次号において「病院等基準該当自立訓

練（機能訓練）事業所」という。）の専用の部

屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練（機能

訓練）を受ける利用者の数で除して得た面積が

３平方メートル以上であること。 

 

 ⑵ 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所

ごとに、管理者及び次のア又はイに掲げる場合

の区分に応じて当該ア又はイに掲げる基準を満

たす人員を配置していること。 

 

  ア 利用者の数が１０人以下の場合 専ら当該

病院等基準該当自立訓練（機能訓練）の提供

に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が１

以上確保されていること。 

 

  イ 利用者の数が１０人を超える場合 専ら当

該病院等基準該当自立訓練（機能訓練）の提

供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは 
言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、

利用者の数を１０で除した数以上確保されて

いること。 

 

 ⑶ 病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受け

る利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の

関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

 



 

と。 
  
 （準用）  （準用） 
第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

 第２４条、第２９条、第３４条の２、第３６条の 
 ２から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、

 第６８条、第７０条から第７２条まで、第７６条、

 第８７条の２から第９４条まで、第１４７条及び

第１４８条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１５

９条において準用する第９１条」と、第２１条第

２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは

「第１５７条第１項から第４項まで」と、第２４

条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１

５７条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１５９条において読み替えて

準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と、同条第９項中「６月」とある

のは「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは

「第１５９条において準用する前条」と、第９１

条中「第９４条第１項」とあるのは「第１５９条

において準用する第９４条第１項」と、第９４条

第１項中「前条」とあるのは「第１５９条におい

て準用する前条」と読み替えるものとする。 

第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

 第２４条、第２９条、第３４条の２、第３６条の 
 ２から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、

 第６８条、第７０条から第７２条まで、第７６条、

 第８７条の２から第９４条まで、第１４７条及び

第１４８条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１５

９条において準用する第９１条」と、第２１条第

２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは

「第１５７条第１項から第４項まで」と、第２４

条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１

５７条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１５９条において読み替えて

準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とある

のは「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは

「第１５９条において準用する前条」と、第９１

条中「第９４条第１項」とあるのは「第１５９条

において準用する第９４条第１項」と、第９４条

第１項中「前条」とあるのは「第１５９条におい

て準用する前条」と読み替えるものとする。 
  

（実習の実施）  （実習の実施） 
第１６８条 ［略］ 第１６８条 ［略］ 
２ 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入

先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者

就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係

機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえ

て行うよう努めなければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入

先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者

就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等

に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２

７条第２項に規定する障害者就業・生活支援セン

ターをいう。以下同じ。）、特別支援学校等の関

係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏ま

えて行うよう努めなければならない。 
  
 （準用）  （準用） 
第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２４条、第２９条、第３４条の２、

第３６条の２から第４２条まで、第５９条から第

６２条まで、第６８条、第７０条から第７２条ま

で、第７６条、第７７条、第８６条、第８７条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４

７条及び第１５８条の規定は、指定就労移行支援

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７

第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２４条、第２９条、第３４条の２、

第３６条の２から第４２条まで、第５９条から第

６２条まで、第６８条、第７０条から第７２条ま

で、第７６条、第７７条、第８６条、第８７条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４

７条及び第１５８条の規定は、指定就労移行支援

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７



 

２条において準用する第９１条」と、第２１条第

２項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第１４６条第１項」と、第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１７

２条において準用する第１４６条第２項」と、第

５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１

７２条において読み替えて準用する次条第１項」

と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同条第９項中「６月

」とあるのは「３月」と、第６１条中「前条」と 
 あるのは「第１７２条において準用する前条」と、

 第７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあ

るのは「第１７２条において読み替えて準用する

第６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第５

５条第１項」とあるのは「第１７２条において準

用する第２０条第１項」と、同項第３号中「第６

７条」とあるのは「第１７２条において準用する

第９０条」と、同項第４号から第６号まで中「次

条」とあるのは「第１７２条」と、第９１条中「

第９４条第１項」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第９４条第１項」と、第９４条第１項

中「前条」とあるのは「第１７２条において準用

する前条」と、第１５８条第１項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障

害福祉サービス省令第１７０条の２第１項に規定

する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とある

のは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス省

令第１８４条に規定する厚生労働大臣が定める者

に限る。）」と、同条第２項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福

祉サービス省令第１７０条の２第２項に規定する

厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは

「支給決定障害者（指定障害福祉サービス省令第

１８４条に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」と読み替えるものとする。 

２条において準用する第９１条」と、第２１条第

２項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第１４６条第１項」と、第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１７

２条において準用する第１４６条第２項」と、第

５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１

７２条において読み替えて準用する次条第１項」

と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同条第８項中「６月

」とあるのは「３月」と、第６１条中「前条」と 
 あるのは「第１７２条において準用する前条」と、

 第７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあ

るのは「第１７２条において読み替えて準用する

第６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第５

５条第１項」とあるのは「第１７２条において準

用する第２０条第１項」と、同項第３号中「第６

７条」とあるのは「第１７２条において準用する

第９０条」と、同項第４号から第６号まで中「次

条」とあるのは「第１７２条」と、第９１条中「

第９４条第１項」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第９４条第１項」と、第９４条第１項

中「前条」とあるのは「第１７２条において準用

する前条」と、第１５８条第１項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障

害福祉サービス省令第１７０条の２第１項に規定

する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とある

のは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス省

令第１８４条に規定する厚生労働大臣が定める者

に限る。）」と、同条第２項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福

祉サービス省令第１７０条の２第２項に規定する

厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは

「支給決定障害者（指定障害福祉サービス省令第

１８４条に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」と読み替えるものとする。 
  
 （準用）  （準用） 
第１９０条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８６条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４

７条、第１８０条第６項及び第１８１条から第１

８３条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事

業について準用する。この場合において、第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９０条

において準用する第９１条」と、第２１条第２項

第１９０条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８６条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４ 
 ７条及び第１８１条から第１８３条までの規定は、

 指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第１９０条において準用する第９

１条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ



 

中「次条第１項」とあるのは「第１９０条におい

て準用する第１４６条第１項」と、第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９０条

において準用する第１４６条第２項」と、第５９

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９０

条において読み替えて準用する次条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６１条中「前

条」とあるのは「第１９０条において準用する前

条」と、第７７条第２項第１号中「第６０条第１

項」とあるのは「第１９０条において読み替えて

準用する第６０条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第

２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９０

条において準用する第２０条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第１９０条にお

いて準用する第９０条」と、同項第４号から第６

号まで中「次条」とあるのは「第１９０条」と、

第９１条中「第９４条第１項」とあるのは「第１

９０条において準用する第９４条第１項」と、第

９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９０条

において準用する前条」と、第１８０条第６項中

「賃金及び第３項に規定する工賃」とあるのは「

第１８９条第１項の工賃」と、第１８１条第１項

中「第１８５条」とあるのは「第１９０条」と、

「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続

支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

るのは「第１９０条において準用する第１４６条

第１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項

」とあるのは「第１９０条において準用する第１

４６条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１９０条において読み替えて

準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条中

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型

計画」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１

９０条において準用する前条」と、第７７条第２

項第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第１

９０条において読み替えて準用する第６０条第１

項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援Ｂ型計画」と、同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１９０条において準用する第

２０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」と

あるのは「第１９０条において準用する第９０条

」と、同項第４号から第６号まで中「次条」とあ

るのは「第１９０条」と、第９１条中「第９４条

第１項」とあるのは「第１９０条において準用す

る第９４条第１項」と、第９４条第１項中「前条

」とあるのは「第１９０条において準用する前条

」と、第１８１条第１項中「第１８５条」とある

のは「第１９０条」と、「就労継続支援Ａ型計画

」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替

えるものとする。 

  
 （準用）  （準用） 
第１９４条 第１０条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２１条、第２４ 
 条（第１項を除く。）、第２９条、第３４条の２、

 第３６条の２から第４２条まで、第５２条、第５

９条から第６２条まで、第７０条、第７２条、第

７６条、第７７条、第８６条、第８９条、第９０

条、第９２条から第９４条まで、第１４６条（第 
１項を除く。）、第１４７条、第１８０条第６項、

第１８１条から第１８３条まで及び第１８６条の

規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第１９２条」と、第

２１条第２項中「次条第１項から第３項まで」と

あるのは「第１９４条において準用する第１４６

条第２項及び第３項」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１９４条において

準用する第１４６条第２項」と、第５９条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第１９４条におい

て読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型

第１９４条 第１０条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２１条、第２４ 
 条（第１項を除く。）、第２９条、第３４条の２、

 第３６条の２から第４２条まで、第５２条、第５

９条から第６２条まで、第７０条、第７２条、第

７６条、第７７条、第８６条、第８９条、第９０

条、第９２条から第９４条まで、第１４６条（第

１項を除く。）、第１４７条、第１８１条から第

１８３条まで及び第１８６条の規定は、基準該当

就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において、第１０条第１項中「第３２条」と

あるのは「第１９２条」と、第２１条第２項中「

次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１９

４条において準用する第１４６条第２項及び第３

項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１９４条において準用する第１４６

条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第１９４条において読み替えて準用

する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０



 

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６１

条中「前条」とあるのは「第１９４条において準

用する前条」と、第７７条第２項第１号中「第６

０条第１項」とあるのは「第１９４条において読

み替えて準用する第６０条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型

計画」と、同項第２号中「第５５条第１項」とあ

るのは「第１９４条において準用する第２０条第

１項」と、同項第３号中「第６７条」とあるのは

「第１９４条において準用する第９０条」と、同

項第４号から第６号まで中「次条」とあるのは「

第１９４条」と、第９４条第１項中「前条」とあ

るのは「第１９４条において準用する前条」と、

第１４６条第３項中「前２項」とあるのは「前項

」と、同条第５項中「第１項から第３項まで」と

あるのは「第２項及び第３項」と、第１８０条第

６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」とある

のは「第１９３条第１項の工賃」と、第１８１条

第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９４条

」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基

準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるもの

とする。 

条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労

継続支援Ｂ型計画」と、第６１条中「前条」とあ

るのは「第１９４条において準用する前条」と、

第７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあ

るのは「第１９４条において読み替えて準用する

第６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第

２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９４

条において準用する第２０条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第１９４条にお

いて準用する第９０条」と、同項第４号から第６

号まで中「次条」とあるのは「第１９４条」と、

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９４

条において準用する前条」と、第１４６条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第５項

中「第１項から第３項まで」とあるのは「第２項

及び第３項」と、第１８１条第１項中「第１８５

条」とあるのは「第１９４条」と、「就労継続支

援Ａ型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

  
 （サービス管理責任者の責務）  （サービス管理責任者の責務） 
第１９４条の６ ［略］ 第１９４条の６ ［略］ 
２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行

われるよう努めなければならない。 

 

  
 （実施主体）  （実施主体） 
第１９４条の７ 指定就労定着支援事業者は、生活

介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であっ

て、過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以

上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたも

の又は障害者就業・生活支援センターでなければ

ならない。 

第１９４条の７ 指定就労定着支援事業者は、過去

３年間において平均１人以上、通常の事業所に新

たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指

定障害福祉サービス事業者でなければならない。 

  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第１９４条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う

者（以下「指定自立生活援助事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援

助事業所」という。）に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。 

第１９４条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う

者（以下「指定自立生活援助事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援

助事業所」という。）に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ サービス管理責任者 指定自立生活援助事業

所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分

 ⑵ サービス管理責任者 指定自立生活援助事業

所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分



 

に応じ、それぞれア又はイに掲げる数 に応じ、それぞれア又はイに掲げる数 
  ア サービス管理責任者が常勤である場合 次 
   の（ア）又は（イ）に掲げる利用者の数の区分に応じ、

   それぞれ（ア）又は（イ）に掲げる数 

  ア 利用者の数が３０以下 １以上 

   （ア） 利用者の数が６０以下 １以上  
   （イ） 利用者の数が６１以上 １に、利用者の

数が６０を超えて６０又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上 

 

  イ ア以外の場合 次の（ア）又は（イ）に掲げる利用

者の数の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に掲

げる数 

  イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数

が３０を超えて３０又はその端数を増すごと

に１を加えて得た数以上 
   （ア） 利用者の数が３０以下 １以上  
   （イ） 利用者の数が３１以上 １に、利用者の

数が３０を超えて３０又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事

業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定地域相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚

生労働省令第２７号。以下この条において「指定

地域相談支援基準」という。）第２条第３項に規

定する指定地域移行支援事業者をいう。）の指定

を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と

指定地域移行支援（指定地域相談支援基準第１条

第１１号に規定する指定地域移行支援をいう。）

の事業を同一の事業所において一体的に運営して

いる場合にあっては、指定地域相談支援基準第３

条の規定により当該事業所に配置された相談支援

専門員（同条第２項に規定する相談支援専門員を

いう。以下同じ。）を第１項第２号の規定により

置くべきサービス管理責任者とみなすことができ

る。 

 

４ 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事

業者（指定地域相談支援基準第３９条第３項に規

定する指定地域定着支援事業者をいう。）の指定

を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と

指定地域定着支援（指定地域相談支援基準第１条

第１２号に規定する指定地域定着支援をいう。）

の事業を同一の事業所において一体的に運営して

いる場合にあっては、指定地域相談支援基準第４

０条において準用する指定地域相談支援基準第３

条の規定により当該事業所に配置された相談支援

専門員を第１項第２号の規定により置くべきサー

ビス管理責任者とみなすことができる。 

 

５ ［略］ ３ ［略］ 
６ ［略］ ４ ［略］ 
  
  （実施主体） 



 

第１９４条の１７ 削除 第１９４条の１７ 指定自立生活援助事業者は、指

定障害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は

共同生活援助の事業を行う者に限る。）、指定障

害者支援施設又は指定相談支援事業者（法第５１

条の２２第１項に規定する指定相談支援事業者を

いう。）でなければならない。 
  
 （定期的な訪問等による支援）  （定期的な訪問による支援） 
第１９４条の１８ 指定自立生活援助事業者は、定

期的に利用者の居宅を訪問することにより、又は

テレビ電話装置等を活用して、当該利用者の心身

の状況、その置かれている環境及び日常生活全般

の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助

言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、

医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域に

おける自立した日常生活又は社会生活を営むため

に必要な援助を行わなければならない。 

第１９４条の１８ 指定自立生活援助事業者は、お

おむね週に１回以上、利用者の居宅を訪問するこ

とにより、当該利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行

い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定

障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡

調整その他の障害者が地域における自立した日常

生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わ

なければならない。 
  
 （準用）  （準用） 
第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第３６条まで、第３７条か 
 ら第４２条まで、第５９条、第６０条、第６２条、

 第６８条、第１９４条の６、第１９４条の１０及

び第１９４条の１１の規定は、指定自立生活援助

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９

４条の２０において準用する第１９４条の１０」

と、第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１９４条の２０において準用する次条第１項

」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第１９４条の２０において準用する次条第１

項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活

援助計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「自立生活援助計画」と、同条第９項中「

６月」とあるのは「３月」と読み替えるものとす

る。 

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第３６条まで、第３７条か 
 ら第４２条まで、第５９条、第６０条、第６２条、

 第６８条、第１９４条の６、第１９４条の１０及

び第１９４条の１１の規定は、指定自立生活援助

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９

４条の２０において準用する第１９４条の１０」

と、第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１９４条の２０において準用する次条第１項

」と、第６０条中「療養介護計画」とあるのは「

自立生活援助計画」と、同条第８項中「６月」と

あるのは「３月」と読み替えるものとする。 

  
第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サー

ビス（以下「指定共同生活援助」という。）の事

業は、利用者が地域において共同して自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれ

ている環境に応じて共同生活住居において相談、

入浴、排泄若しくは食事の介護その他の日常生活

上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併

せて、居宅における自立した日常生活への移行を

希望する入居者につき当該日常生活への移行及び

移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援

助その他居宅における自立した日常生活への移行

第１９５条 共同生活援助に係る指定障害福祉サー

ビス（以下「指定共同生活援助」という。）の事

業は、利用者が地域において共同して自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれ

ている環境に応じて共同生活住居において相談、

入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の

援助を適切かつ効果的に行うものでなければなら

ない。 



 

及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。 
  
 （入退居）  （入退居） 
第１９８条の２ ［略］ 第１９８条の２ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際

は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活

環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助

を行い、又はこれに併せて居宅における自立した

日常生活への移行後の定着に必要な援助を行わな

ければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際

は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活

環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助

を行わなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （指定共同生活援助の取扱方針）  （指定共同生活援助の取扱方針） 
第１９８条の５ ［略］ 第１９８条の５ ［略］ 
２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

利用者の意思決定の支援に配慮しなければならな

い。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ ［略］ ３ ［略］ 
５ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （サービス管理責任者の責務）  （サービス管理責任者の責務） 
第１９８条の６ ［略］ 第１９８条の６ ［略］ 
２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行

われるよう努めなければならない。 

 

  
 （地域との連携等）  
第１９８条の７ 指定共同生活援助事業者は、指定

共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又は

その自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流を図らなければならない。 

 

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助

の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域

住民の代表者、共同生活援助について知見を有す

る者並びに市町村の担当者等により構成される協

議会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。以下この条及び第２０１条の１

０において「地域連携推進会議」という。）を開

催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会

議において、事業の運営に係る状況を報告すると

ともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

 



 

３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議

の開催のほか、おおむね１年に１回以上、当該地

域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業

所を見学する機会を設けなければならない。 

 

４ 指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要

望、助言等についての記録を作成するとともに、

当該記録を公表しなければならない。 

 

５ 前３項の規定は、指定共同生活援助事業者がそ

の提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者

による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ

れに準じる措置として市長が定めるものを講じて

いる場合には、適用しない。 

 

  
 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 
第２００条の４ ［略］ 第２００条の４ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する

第２種協定指定医療機関（次項において「第２種

協定指定医療機関」という。）との間で、新興感

染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ

等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。次項にお

いて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう

に努めなければならない。 

 

４ 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第

２種協定指定医療機関である場合においては、当

該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければな

らない。 

 

  
 （準用）  （準用） 
第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１

５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、第

２９条、第３４条の２、第３６条の２から第４２

条まで、第５５条、第６０条、第６２条、第６８

条、第７２条、第７７条、第９０条、第９２条、

第９４条及び第１５８条の規定は、指定共同生活 
 援助の事業について準用する。この場合において、

 第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１

９９条の３」と、第２１条第２項中「次条第１項

」とあるのは「第１９８条の４第１項」と、第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１９８条の４第２項」と、第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるの

は「第２０１条において読み替えて準用する第６

０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１

５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、第

２９条、第３４条の２、第３６条の２から第４２

条まで、第５５条、第６０条、第６２条、第６８

条、第７２条、第７６条、第７７条、第９０条、

第９２条、第９４条及び第１５８条の規定は、指

定共同生活援助の事業について準用する。この場

合において、第１０条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第１９９条の３」と、第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１９８条の４第１

項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１９８条の４第２項」と、第６０条

中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計

画」と、第７７条第２項第１号中「第６０条第１

項」とあるのは「第２０１条において読み替えて

準用する第６０条第１項」と、「療養介護計画」



 

共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第２０１条において準用す

る第５５条第１項」と、同項第３号中「第６７条

」とあるのは「第２０１条において準用する第９

０条」と、同項第４号から第６号まで中「次条」

とあるのは「第２０１条」と、第９４条第１項中

「前条の協力医療機関」とあるのは「第２００条

の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力

歯科医療機関」と、第１５８条第１項中「支給決

定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指

定障害福祉サービス省令第１７０条の２第１項に

規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な指

定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、

同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第

１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けてい

る者に限る。）」と読み替えるものとする。 

とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条に

おいて準用する第５５条第１項」と、同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第２０１条において

準用する第９０条」と、同項第４号から第６号ま

で中「次条」とあるのは「第２０１条」と、第９

４条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは

「第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条

第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８条第１

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に

限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サ

ービス省令第１７０条の２第２項に規定する厚生

労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支

給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援

助を受けている者に限る。）」と読み替えるもの

とする。 
  
 （この節の趣旨）  （この節の趣旨） 
第２０１条の２ 第１節から前節までの規定にかか

わらず、日中サービス支援型指定共同生活援助（

指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援 
 助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、

 常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を

確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しく

は食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれ

に併せて行われる居宅における自立した日常生活

への移行及び移行後の定着に必要な援助をいう。

以下同じ。）の事業を行う者（以下「日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業者」という。）の

基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

については、この節に定めるところによる。 

第２０１条の２ 第１節から前節までの規定にかか

わらず、日中サービス支援型指定共同生活援助（

指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援 
 助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、

 常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を

確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護

その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「日中サービス支援型指定

共同生活援助事業者」という。）の基本方針並び

に人員、設備及び運営に関する基準については、

この節に定めるところによる。 

  
 （基本方針）  （基本方針） 
第２０１条の３ 日中サービス支援型指定共同生活

援助の事業は、常時の支援体制を確保することに

より、利用者が地域において、家庭的な環境及び

地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者の身

体及び精神の状況並びにその置かれている環境に

応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ

若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又

はこれに併せて行われる居宅における自立した日

常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２０１条の３ 日中サービス支援型指定共同生活

援助の事業は、常時の支援体制を確保することに

より、利用者が地域において、家庭的な環境及び

地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者の身

体及び精神の状況並びにその置かれている環境に

応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ

又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切

かつ効果的に行うものでなければならない。 

  



 

 （地域との連携等）  （協議の場の設置等） 
第２０１条の１０ 日中サービス支援型指定共同生

活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生

活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

第２０１条の１０  

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当

たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね

１年に１回以上、地域連携推進会議において、事

業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な 

 要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に

１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学す

る機会を設けなければならない。 

 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 第２項の報告、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表しなければなら

ない。 

 

５ 前３項の規定は、日中サービス支援型指定共同

生活援助事業者がその提供する日中サービス支援

型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評

価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準じ

る措置として市長が定めるもの（次項に規定する

ものを除く。）を講じている場合には、適用しな

い。 

 

６ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 法第８９条の３第１項に規定する協議会その他市

長がこれに準じるものとして特に認めるもの（以

下「協議会等」という。）に対して定期的に日中

サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状

況及び第２項の報告、要望、助言等の内容又は前

項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価

を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならない。 

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当

たっては、法第８９条の３第１項に規定する協議

会その他市長がこれに準じるものとして特に認め

るもの（以下「協議会等」という。）に対して定

期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事

業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を

受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 
７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 前項の協議会等における報告、評価、要望、助言

等についての記録を整備しなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

 前項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を整備しなければならない。 
  
 （準用）  （準用） 
第２０１条の１１ 第１０条、第１２条、第１３条、

 第１５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、

 第２９条、第３４条の２、第３６条の２から第４

２条まで、第５５条、第６０条、第６２条、第６ 
 ８条、第７２条、第７７条、第９０条、第９２条、

 第９４条、第１５８条、第１９８条の２から第１

９８条の６で及び第１９９条の３から第２００条

第２０１条の１１ 第１０条、第１２条、第１３条、

 第１５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、

 第２９条、第３４条の２、第３６条の２から第４

２条まで、第５５条、第６０条、第６２条、第６ 
 ８条、第７２条、第７６条、第７７条、第９０条、

 第９２条、第９４条、第１５８条、第１９８条の

２から第１９８条の６まで及び第１９９条の３か



 

の４までの規定は、日中サービス支援型指定共同

生活援助の事業について準用する。この場合にお

いて、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第２０１条の１１において準用する第１９９条

の３」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第２０１条の１１において準用する第１

９８条の４第１項」と、第２４条第２項中「第２

２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１にお

いて準用する第１９８条の４第２項」と、第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス

支援型共同生活援助計画」と、第７７条第２項第

１号中「第６０条」とあるのは「第２０１条の１

１において読み替えて準用する第６０条」と、「

療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型

共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第５５条第１項」と、同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第９０条」と、同項第４号から第６号ま 
で中「次条」とあるのは「第２０１条の１１」と、

第９４条第１項中「前条の協力医療機関」とある

のは「第２０１条の１１において準用する第２０

０条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の

協力歯科医療機関」と、第１５８条第１項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及

び厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サー

ビス支援型指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が

定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害

者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共

同生活援助を受けている者に限る。）」と読み替

えるものとする。 

ら第２００条の４までの規定は、日中サービス支

援型指定共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第２０１条の１１において準用す

る第１９９条の３」と、第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第１９８条の４第１項」と、第２４条第

２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１

条の１１において準用する第１９８条の４第２項

」と、第６０条中「療養介護計画」とあるのは「

日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第

２０１条の１１において読み替えて準用する第６

０条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サ

ービス支援型共同生活援助計画」と、同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の

１１において準用する第５５条第１項」と、同項

第３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の

１１において準用する第９０条」と、同項第４号

から第６号まで中「次条」とあるのは「第２０１

条の１１」と、第９４条第１項中「前条の協力医

療機関」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第２００条の４第１項の協力医療機関及

び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８

条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓 
 練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。

 ）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受け

ている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決

定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚

生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「

支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス

支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。

）」と読み替えるものとする。 
  
 （この節の趣旨）  （この節の趣旨） 
第２０１条の１２ 第１節から第４節までの規定に

かかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援

助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生

活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者に

より行われる外部サービス利用型共同生活援助計

画（第２０１条の２２において読み替えて準用す

る第６０条に規定する外部サービス利用型共同生

活援助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談そ

の他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われ

る居宅における自立した日常生活への移行及び移

行後の定着に必要な援助（第２０１条の１４第１

項において「基本サービス」という。）及び当該

指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者

が委託する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅

第２０１条の１２ 第１節から第４節までの規定に

かかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援

助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生

活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者に

より行われる外部サービス利用型共同生活援助計

画（第２０１条の２２において読み替えて準用す

る第６０条に規定する外部サービス利用型共同生

活援助計画をいう。以下同じ。）の作成、相談そ

の他の日常生活上の援助（第２０１条の１４第１

項において「基本サービス」という。）及び当該

指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者

が委託する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅

介護サービス事業者」という。）により、当該外

部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行わ



 

介護サービス事業者」という。）により、当該外

部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行わ

れる入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上

の援助（以下「受託居宅介護サービス」という。

）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本

方針並びに人員、設備及び運営に関する基準につ

いては、この節に定めるところによる。 

れる入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上

の援助（以下「受託居宅介護サービス」という。

）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本

方針並びに人員、設備及び運営に関する基準につ

いては、この節に定めるところによる。 

  
 （基本方針）  （基本方針） 
第２０１条の１３ 外部サービス利用型指定共同生

活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援

助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者に

よる受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供

することにより、利用者が地域において共同して

自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びに

その置かれている環境に応じて共同生活住居にお

いて相談、入浴、排泄若しくは食事の介護その他

の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居

宅における自立した日常生活への移行及び移行後

の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

第２０１条の１３ 外部サービス利用型指定共同生

活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援

助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者に

よる受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供

することにより、利用者が地域において共同して

自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びに

その置かれている環境に応じて共同生活住居にお

いて相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日

常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。 

  
 （準用）  （準用） 
第２０１条の２２ 第１２条、第１３条、第１５条

から第１８条まで、第２１条、第２４条、第２９

条、第３４条の２、第３６条の２から第４２条ま

で、第５５条、第６０条、第６２条、第６８条、

第７２条、第７７条、第９０条、第９２条、第９

４条、第１５８条、第１９８条の２から第１９８

条の７まで、第１９９条、第１９９条の２及び第

２００条の２から第２００条の４までの規定は、

外部サービス利用型指定共同生活援助の事業につ

いて準用する。この場合において、第２１条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第１９８条の４第１項」と、

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第２０１条の２２において準用する第１９８条

の４第２項」と、第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画

」と、第７７条第２項第１号中「第６０条」とあ

るのは「第２０１条の２２において準用する第６

０条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サ

ービス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の

２２において準用する第５５条第１項」と、同項

第３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の

２２において準用する第９０条」と、同項第４号

から第６号まで中「次条」とあるのは「第２０１

条の２２」と、第９４条第１項中「前条の協力医

第２０１条の２２ 第１２条、第１３条、第１５条

から第１８条まで、第２１条、第２４条、第２９

条、第３４条の２、第３６条の２から第４２条ま

で、第５５条、第６０条、第６２条、第６８条、

第７２条、第７６条、第７７条、第９０条、第９

２条、第９４条、第１５８条、第１９８条の２か

ら第１９８条の６まで、第１９９条、第１９９条

の２及び第２００条の２から第２００条の４まで

の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業について準用する。この場合において、第

２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第２

０１条の２２において準用する第１９８条の４第

１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第２０１条の２２において準用する

第１９８条の４第２項」と、第６０条中「療養介

護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生

活援助計画」と、第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第２０１条の２２において準

用する第６０条」と、「療養介護計画」とあるの

は「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、

同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第

２０１条の２２において準用する第５５条第１項

」と、同項第３号中「第６７条」とあるのは「第

２０１条の２２において準用する第９０条」と、

同項第４号から第６号まで中「次条」とあるのは

「第２０１条の２２」と、第９４条第１項中「前



 

療機関」とあるのは「第２０１条の２２において

準用する第２００条の４第１項の協力医療機関及

び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８

条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第１

７０条の２第１項に規定する厚生労働大臣が定め

る者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（

入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生

活援助を受けている者を除く。）」と、同条第２

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条

の２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を

除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者に限る。）」と、第１９９条第３

項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」と

あるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活

援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従

業者」と読み替えるものとする。 

条の協力医療機関」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第２００条の４第１項の協力 
 医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、

 第１５８条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊

型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス

省令第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大

臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定

障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指

定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、

同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第

１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同

生活援助を受けている者に限る。）」と、第１９

９条第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従

業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事

業所の従業者」と読み替えるものとする。 
  
 （従業者の員数等に関する特例）  （従業者の員数等に関する特例） 
第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所、

指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練

（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、

指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支

援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指

定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。

）並びに指定児童発達支援事業所）及び指定放課

後等デイサービス事業所（以下「多機能型事業所

」と総称する。）は、一体的に事業を行う多機能

型事業所の利用定員数の合計が２０人未満である

場合は、第８０条第６項、第１４３条第６項及び

第７項、第１５３条第６項、第１６３条第４項並

びに第１７４条第４項（第１８７条において準用

する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該多

機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサービ

ス管理責任者を除く。）のうち、１人以上の者を 
 常勤でなければならないものとすることができる。

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所、

指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練

（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、

指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支

援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指

定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。

）並びに指定児童発達支援事業所、指定医療型児

童発達支援事業所（指定通所支援条例第６３条に

規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。

次項において同じ。）及び指定放課後等デイサー 
 ビス事業所（以下「多機能型事業所」と総称する。

 ）は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用

定員数の合計が２０人未満である場合は、第８０

条第６項、第１４３条第６項及び第７項、第１５

３条第６項、第１６３条第４項並びに第１７４条 
 第４項（第１８７条において準用する場合を含む。

 ）の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置

くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を除

く。）のうち、１人以上の者を常勤でなければな

らないものとすることができる。 
２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所及び

指定放課後等デイサービス事業所を多機能型とし

て一体的に行うものを除く。以下この条において

同じ。）は、第８０条第１項第３号及び第７項、

第１４３条第１項第２号及び第８項、第１５３条

第１項第３号及び第７項、第１６３条第１項第３

号及び第５項並びに第１７４条第１項第２号及び

第５項（これらの規定を第１８７条において準用

する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指

定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デ

イサービス事業所を多機能型として一体的に行う

ものを除く。以下この条において同じ。）は、第

８０条第１項第３号及び第７項、第１４３条第１

項第２号及び第８項、第１５３条第１項第３号及

び第７項、第１６３条第１項第３号及び第５項並

びに第１７４条第１項第２号及び第５項（これら 
 の規定を第１８７条において準用する場合を含む。



 

に事業を行う多機能型事業所のうち指定障害福祉

サービス省令第２１５条第２項に規定する厚生労

働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなし

て、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべ

きサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる

当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に

応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定に

より置くべきものとされるサービス管理責任者の

うち、１人以上は、常勤でなければならないもの

とすることができる。 

 ）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機

能型事業所のうち指定障害福祉サービス省令第２

１５条第２項に規定する厚生労働大臣が定めるも

のを一の事業所であるとみなして、当該一の事業

所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責

任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業

所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に

定める数とし、この項の規定により置くべきもの 
 とされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、

常勤でなければならないものとすることができる。

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
  
 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 
第２０４条 指定障害福祉サービス事業者及びその

従業者は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定さ

れている又は想定されるもの（第１１条第１項（

第４４条第１項及び第２項、第４４条の４、第４ 
 ９条第１項及び第２項、第９５条、第９５条の５、

 第１２３条、第１４９条、第１４９条の５、第１

５９条、第１５９条の４、第１７２条、第１８５

条、第１９０条、第１９４条、第１９４条の１２

並びに第１９４条の２０において準用する場合を 
 含む。）、第１５条（第４４条第１項及び第２項、

 第４４条の４、第４９条第１項及び第２項、第７

８条、第９５条、第９５条の５、第１１０条、第

１１０条の４、第１２３条、第１４９条、第１４

９条の５、第１５９条、第１５９条の４、第１７

２条、第１８５条、第１９０条、第１９４条、第 
 １９４条の１２、第１９４条の２０、第２０１条、

 第２０１条の１１並びに第２０１条の２２におい

て準用する場合を含む。）、第５４条第１項、第

１０４条第１項（第１１０条の４において準用す

る場合を含む。）、第１９８条の３第１項（第２

０１条の１１及び第２０１条の２２において準用

する場合を含む。）及び次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うこと

ができる。 

第２０４条 指定障害福祉サービス事業者及びその

従業者は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定さ

れている又は想定されるもの（第１１条第１項（

第４４条第１項及び第２項、第４４条の４、第４ 
 ９条第１項及び第２項、第９５条、第９５条の５、

 第１２３条、第１４９条、第１４９条の４、第１

５９条、第１５９条の４、第１７２条、第１８５

条、第１９０条、第１９４条、第１９４条の１２

並びに第１９４条の２０において準用する場合を 
 含む。）、第１５条（第４４条第１項及び第２項、

 第４４条の４、第４９条第１項及び第２項、第７

８条、第９５条、第９５条の５、第１１０条、第

１１０条の４、第１２３条、第１４９条、第１４

９条の４、第１５９条、第１５９条の４、第１７

２条、第１８５条、第１９０条、第１９４条、第 
 １９４条の１２、第１９４条の２０、第２０１条、

 第２０１条の１１並びに第２０１条の２２におい

て準用する場合を含む。）、第５４条第１項、第

１０４条第１項（第１１０条の４において準用す

る場合を含む。）、第１９８条の３第１項（第２

０１条の１１及び第２０１条の２２において準用

する場合を含む。）及び次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うこと

ができる。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
   附 則    附 則 
１ ［略］ １ ［略］ 



 

 （指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 

 （指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例） 
２ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基 
 準等に関する命令第１条第５号に規定する区分４、

 同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが、共同生活住居内

において、当該指定共同生活援助事業所又は当該

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の

利用を希望する場合については、令和９年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 

２ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基 
 準等に関する命令第１条第５号に規定する区分４、

 同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが、共同生活住居内

において、当該指定共同生活援助事業所又は当該

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の

利用を希望する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 
３ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する命令第１条第５号に規定す

る区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条

第７号に規定する区分６に該当するものが、共同

生活住居内において、当該指定共同生活援助事業

所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介

護に係るものに限る。以下この項において同じ。

）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する場合については、令和９年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 

３ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ 
 ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する命令第１条第５号に規定す

る区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条

第７号に規定する区分６に該当するものが、共同

生活住居内において、当該指定共同生活援助事業

所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介

護に係るものに限る。以下この項において同じ。

）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 
  

第２条 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 



 

改正後 改正前 
目次 

第１章～第１０章 ［略］ 
 第１０章の２ 就労選択支援 
  第１節 基本方針（第１６１条の２） 
  第２節 人員に関する基準（第１６１条の３・

第１６１条の４） 
  第３節 設備に関する基準（第１６１条の５） 
  第４節 運営に関する基準（第１６１条の６―

第１６１条の９） 
 第１１章～第１８章 ［略］ 
 附則 

目次 
第１章～第１０章 ［略］ 

 
 
 
 
 
 
 
 第１１章～第１８章 ［略］ 
 附則 

  
 （定義）  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 支給決定障害者等 法第５条第２４項に規定

する支給決定障害者等をいう。 
 ⑶ 支給決定障害者等 法第５条第２３項に規定

する支給決定障害者等をいう。 
 ⑷～⒄ ［略］  ⑷～⒄ ［略］ 
  
 （指定障害福祉サービス事業者の一般原則）  （指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 
第３条 指定障害福祉サービス事業者（第４章、第

５章、第９章、第１０章及び第１１章から第１６

章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利

用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏

まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を

作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福

祉サービスを提供するとともに、その効果につい

て継続的な評価を実施することその他の措置を講

じることにより利用者に対して適切かつ効果的に 
指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

第３条 指定障害福祉サービス事業者（第４章、第

５章及び第８章から第１６章までに掲げる事業を

行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、障

害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個

別支援計画」という。）を作成し、これに基づき

利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する

とともに、その効果について継続的な評価を実施

することその他の措置を講じることにより利用者

に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービス

を提供しなければならない。 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
  
   第１０章の２ 就労選択支援  
  
    第１節 基本方針  
  
第１６１条の２ 就労選択支援に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定就労選択支援」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、施行規則第６条の７

の２に規定する者につき、短期間の生産活動その

他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適

性、知識及び能力の評価並びに施行規則第６条の

７の３に規定する事項の整理を行い、又はこれに

併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、

施行規則第６条の７の４に規定する便宜を適切か

 



 

つ効果的に供与するものでなければならない。 
  
    第２節 人員に関する基準  
  
 （従業者の員数）  
第１６１条の３ 指定就労選択支援の事業を行う者

（以下「指定就労選択支援事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択支援

事業所」という。）に置くべき就労選択支援員（

指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労 
 働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）の数は、

指定就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、

利用者の数を１５で除した数以上とする。 

 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。 

 

３ 第１項に規定する指定就労選択支援事業所の就

労選択支援員は、専ら当該指定就労選択支援事業

所の職務に従事する者でなければならない。ただ

し、利用者の支援に支障がない場合はこの限りで

ない。 

 

  
 （準用）  
第１６１条の４ 第５２条の規定は、指定就労選択

支援の事業について準用する。 
 

  
    第３節 設備に関する基準  
  
 （準用）  
第１６１条の５ 第８３条の規定は、指定就労選択

支援の事業について準用する。 
 

  
    第４節 運営に関する基準  
  
 （実施主体）  
第１６１条の６ 指定就労選択支援事業者は、就労

移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サ

ービス事業者であって、過去３年以内に当該事業

者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事

業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障

害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると 
 市長が認める事業者でなければならない。 

 

  
 （評価及び整理の実施）  
第１６１条の７ 指定就労選択支援事業者は、短期

間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労

に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規

則第６条の７の３に規定する事項の整理（以下こ

 



 

の節において「アセスメント」という。）を行う

ものとする。 
２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関が

アセスメントと同様の評価及び整理を実施した場

合には、指定就労選択支援事業者は、当該同様の

評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代

えることができる。この場合において、指定就労 
 選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、

 アセスメントの結果の作成又は指定障害福祉サー

ビス事業者その他の関係機関との連絡調整に当た

り、当該障害者就業・生活支援センターその他の

機関に対し、当該会議への参加その他の必要な協

力を求めることができる。 

 

３ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結

果の作成に当たり、利用者及び市町村、指定特定

相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係

機関の担当者等を招集して会議（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を

開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて

確認するとともに、当該担当者等に意見を求める

ものとする。 

 

４ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結

果を作成した際には、当該結果に係る情報を利用

者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなけれ

ばならない。 

 

  
 （関係機関との連絡調整等の実施）  
第１６１条の８ 指定就労選択支援事業者は、アセ

スメントの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業

安定所、障害者就業・生活支援センターその他の

関係機関との連絡調整を行わなければならない。 

 

２ 指定就労選択支援事業者は、法第８９条の３第

１項に規定する協議会への定期的な参加、公共職

業安定所への訪問等により、地域における就労支

援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する

情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進

路選択に資する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

 

  
 （準用）  
第１６１条の９ 第１０条から第２１条まで、第２

４条、第２９条、第３４条の２、第３６条の２か 
 ら第４２条まで、第５９条、第６２条、第６８条、

 第７０条から第７２条まで、第７６条、第７７条 
 （第２項第１号を除く。）、第８６条、第８７条、

 第８８条から第９４条まで、第１４６条及び第１

５８条の規定は、指定就労選択支援の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第１６１条の９にお

 



 

いて準用する第９１条」と、第２１条第２項中「

次条第１項」とあるのは「第１６１条の９におい

て準用する第１４６条第１項」と、第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１６１条

の９において準用する第１４６条第２項」と、第

５９条第１項中「次条第１項に規定する療養介護

計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」 
 とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と、

 第７７条第２項第２号中「第５５条第１項」とあ

るのは「第１６１条の９において準用する第２０

条第１項」と、同項第３号中「第６７条」とある

のは「第１６１条の９において準用する第９０条

」と、同項第４号から第６号まで中「次条」とあ

るのは「第１６１条の９」と、第９１条中「第９

４条第１項」とあるのは「第１６１条の９におい

て準用する第９４条第１項」と、第９４条第１項

中「前条」とあるのは「第１６１条の９において

準用する前条」と、第１５８条第１項中「支給決

定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚

生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「 
 支給決定障害者（厚生労働大臣が定める者に限る。

 以下この項において同じ。）」と、同条第２項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける

者及び厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあ

るのは「支給決定障害者（厚生労働大臣が定める

者を除く。）」と読み替えるものとする。 
  
 （就労選択支援に関する情報提供）  
第１７１条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用

者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、

定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うも

のとする。 

 

  
 （準用）  （準用） 
第１８５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８８条か

ら第９０条まで、第９２条から第９４条まで、第

１４６条、第１４７条及び第１７１条の２の規定

は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用す

る。この場合において、第１０条第１項中「第３

２条」とあるのは「第１８４条の２」と、第２１

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１８５

条において準用する第１４６条第１項」と、第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第 
１８５条において準用する第１４６条第２項」と、

第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１８５条において読み替えて準用する次条第１項

第１８５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８８条か

ら第９０条まで、第９２条から第９４条まで、第

１４６条、第１４７条及び第１７１条の規定は、

指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第１８４条の２」と、第２１条第

２項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条に

おいて準用する第１４６条第１項」と、第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１８

５条において準用する第１４６条第２項」と、第

５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１

８５条において読み替えて準用する次条第１項」



 

」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支

援Ａ型計画」と、第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６１条

中「前条」とあるのは「第１８５条において準用

する前条」と、第７７条第２項第１号中「第６０

条第１項」とあるのは「第１８５条において読み

替えて準用する第６０条第１項」と、「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、

同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第

１８５条において準用する第２０条第１項」と、

同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１８５

条において準用する第９０条」と、同項第４号か

ら第６号まで中「次条」とあるのは「第１８５条

」と、第９４条第１項中「前条」とあるのは「第

１８５条において準用する前条」と読み替えるも

のとする。 

と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ａ型計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６１条中

「前条」とあるのは「第１８５条において準用す

る前条」と、第７７条第２項第１号中「第６０条

第１項」とあるのは「第１８５条において読み替

えて準用する第６０条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同

項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１

８５条において準用する第２０条第１項」と、同

項第３号中「第６７条」とあるのは「第１８５条

において準用する第９０条」と、同項第４号から

第６号まで中「次条」とあるのは「第１８５条」

と、第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１

８５条において準用する前条」と読み替えるもの

とする。 
  
 （準用）  （準用） 
第１９０条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８６条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４

７条、第１７１条の２、第１８０条第６項及び第

１８１条から第１８３条までの規定は、指定就労

継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合

において、第１０条第１項中「第３２条」とある 
のは「第１９０条において準用する第９１条」と、

第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第 
１９０条において準用する第１４６条第１項」と、

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「

第１９０条において準用する第１４６条第２項」

と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「

第１９０条において読み替えて準用する次条第１

項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援Ｂ型計画」と、第６０条中「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６１

条中「前条」とあるのは「第１９０条において準

用する前条」と、第７７条第２項第１号中「第６

０条第１項」とあるのは「第１９０条において読

み替えて準用する第６０条第１項」と、「療養介 
護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、

同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第

１９０条において準用する第２０条第１項」と、

同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１９０

条において準用する第９０条」と、同項第４号か

ら第６号まで中「次条」とあるのは「第１９０条

」と、第９１条中「第９４条第１項」とあるのは

「第１９０条において準用する第９４条第１項」

第１９０条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

 第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８６条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４

７条、第１８０条第６項及び第１８１条から第１

８３条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事

業について準用する。この場合において、第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９０条

において準用する第９１条」と、第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第１９０条におい

て準用する第１４６条第１項」と、第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９０条

において準用する第１４６条第２項」と、第５９

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９０

条において読み替えて準用する次条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６１条中「前

条」とあるのは「第１９０条において準用する前

条」と、第７７条第２項第１号中「第６０条第１

項」とあるのは「第１９０条において読み替えて

準用する第６０条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第

２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９０

条において準用する第２０条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第１９０条にお

いて準用する第９０条」と、同項第４号から第６

号まで中「次条」とあるのは「第１９０条」と、

第９１条中「第９４条第１項」とあるのは「第１

９０条において準用する第９４条第１項」と、第



 

と、第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１

９０条において準用する前条」と、第１８０条第

６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」とある

のは「第１８９条第１項の工賃」と、第１８１条

第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９０条

」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就

労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９０条

において準用する前条」と、第１８０条第６項中

「賃金及び第３項に規定する工賃」とあるのは「

第１８９条第１項の工賃」と、第１８１条第１項

中「第１８５条」とあるのは「第１９０条」と、

「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続

支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 
  
 （準用）  （準用） 
第１９４条 第１０条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２１条、第２４ 
 条（第１項を除く。）、第２９条、第３４条の２、

 第３６条の２から第４２条まで、第５２条、第５

９条から第６２条まで、第７０条、第７２条、第

７６条、第７７条、第８６条、第８９条、第９０

条、第９２条から第９４条まで、第１４６条（第 
１項を除く。）、第１４７条、第１８０条第６項、

第１７１条の２、第１８１条から第１８３条まで

及び第１８６条の規定は、基準該当就労継続支援 
Ｂ型の事業について準用する。この場合において、

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１

９２条」と、第２１条第２項中「次条第１項から

第３項まで」とあるのは「第１９４条において準

用する第１４６条第２項及び第３項」と、第２４

条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１

９４条において準用する第１４６条第２項」と、

第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１９４条において読み替えて準用する次条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就

労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計

画」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１９

４条において準用する前条」と、第７７条第２項

第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第１９

４条において読み替えて準用する第６０条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就

労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２号中「第５５

条第１項」とあるのは「第１９４条において準用

する第２０条第１項」と、同項第３号中「第６７

条」とあるのは「第１９４条において準用する第

９０条」と、同項第４号から第６号まで中「次条

」とあるのは「第１９４条」と、第９４条第１項

中「前条」とあるのは「第１９４条において準用

する前条」と、第１４６条第３項中「前２項」と

あるのは「前項」と、同条第５項中「第１項から 
第３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、

第１８０条第６項中「賃金及び第３項に規定する 
工賃」とあるのは「第１９３条第１項の工賃」と、

第１８１条第１項中「第１８５条」とあるのは「

第１９４条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあ

第１９４条 第１０条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２１条、第２４ 
 条（第１項を除く。）、第２９条、第３４条の２、

 第３６条の２から第４２条まで、第５２条、第５

９条から第６２条まで、第７０条、第７２条、第

７６条、第７７条、第８６条、第８９条、第９０

条、第９２条から第９４条まで、第１４６条（第 
１項を除く。）、第１４７条、第１８０条第６項、

第１８１条から第１８３条まで及び第１８６条の 
規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第１９２条」と、第

２１条第２項中「次条第１項から第３項まで」と

あるのは「第１９４条において準用する第１４６

条第２項及び第３項」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１９４条において

準用する第１４６条第２項」と、第５９条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第１９４条におい

て読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６１

条中「前条」とあるのは「第１９４条において準

用する前条」と、第７７条第２項第１号中「第６

０条第１項」とあるのは「第１９４条において読

み替えて準用する第６０条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型

計画」と、同項第２号中「第５５条第１項」とあ

るのは「第１９４条において準用する第２０条第

１項」と、同項第３号中「第６７条」とあるのは

「第１９４条において準用する第９０条」と、同

項第４号から第６号まで中「次条」とあるのは「

第１９４条」と、第９４条第１項中「前条」とあ

るのは「第１９４条において準用する前条」と、

第１４６条第３項中「前２項」とあるのは「前項

」と、同条第５項中「第１項から第３項まで」と

あるのは「第２項及び第３項」と、第１８０条第

６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」とある

のは「第１９３条第１項の工賃」と、第１８１条

第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９４条

」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基



 

るのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み

替えるものとする。 
準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるもの

とする。 
  

（さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一

部改正） 

第３条 さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年さいたま市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （指定障害者支援施設の一般原則）  （指定障害者支援施設の一般原則） 
第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊

重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地

域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向

を定期的に確認するとともに、法第７７条第３項

各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業

若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図り

つつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に

向けた措置を講じなければならない。 

 

５ 指定障害者支援施設は、利用者の当該指定障害

者支援施設以外における指定障害福祉サービス等

の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己

決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利

用者の当該指定障害者支援施設以外における指定

障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的

に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事

業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わ

なければならない。 

  

  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 
第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 
 ⑴ 生活介護を行う場合  ⑴ 生活介護を行う場合 
  ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 
  ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 



 

   （ア） ［略］    （ア） ［略］ 
   （イ） 看護職員（保健師又は看護師若しくは准 
    看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士、

    作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 

   （イ） 看護職員（保健師又は看護師若しくは准

看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士

又は作業療法士及び生活支援員 
    ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、 
     生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、

     (a)及び(b)に掲げる数を合計した数以上と

する。 

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、生活介護の単

位ごとに、常勤換算方法で、(a)及び(b)に

掲げる数を合計した数以上とする。 

     (a)・(b) ［略］      (a)・(b) ［略］ 
    ｂ ［略］     ｂ ［略］ 
    ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の数は、利用者に対して日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う場合は、生活介護の単位ご

とに、当該訓練を行うために必要な数と

する。 

    ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、利

用者に対して日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う

場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓

練を行うために必要な数とする。 

    ｄ ［略］     ｄ ［略］ 
   （ウ） ［略］    （ウ） ［略］ 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ ア（イ）の理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

  ウ ア（イ）の理学療法士又は作業療法士を確保す

ることが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 
  エ・オ ［略］   エ・オ ［略］ 
 ⑵ 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行

規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下

「施行規則」という。）第６条の６第１号に規 
  定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。

  ）を行う場合 

 ⑵ 自立訓練（機能訓練）（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行

規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下

「施行規則」という。）第６条の６第１号に規 
  定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。

  ）を行う場合 
  ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべ 
   き従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべ 
   き従業者及びその員数は、次のとおりとする。

   （ア） 看護職員、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士及び生活支援員 
   （ア） 看護職員、理学療法士又は作業療法士及

び生活支援員 
    ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、

常勤換算方法で、利用者の数を６で除し

た数以上とする。 

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、常勤換算方法

で、利用者の数を６で除した数以上とす

る。 
    ｂ ［略］     ｂ ［略］ 
    ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の数は、１以上とする。 
    ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、１

以上とする。 
    ｄ ［略］     ｄ ［略］ 
   （イ） ［略］    （イ） ［略］ 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ ア（ア）の理学療法士、作業療法士又は言語聴   ウ ア（ア）の理学療法士又は作業療法士を確保す



 

覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

ることが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 
  エ～カ ［略］   エ～カ ［略］ 
 ⑶～⑹ ［略］  ⑶～⑹ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
  
 （施設障害福祉サービスの取扱方針）  （施設障害福祉サービスの取扱方針） 
第２６条 ［略］ 第２６条 ［略］ 
２ 指定障害者支援施設は、利用者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、利用

者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （施設障害福祉サービス計画の作成等）  （施設障害福祉サービス計画の作成等） 
第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する

生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」と

いう。）を行うとともに、利用者の自己決定の尊

重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自

立した日常生活を営むことができるように支援す

る上での適切な支援内容の検討をしなければなら 
 ない。この場合において、サービス管理責任者は、

 第２８条の３第１項の地域移行等意向確認担当者

（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）

が把握した利用者の地域生活への移行に関する意

向等を踏まえるものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する

生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」と

いう。）を行い、利用者が自立した日常生活を営

むことができるように支援する上での適切な支援

内容の検討をしなければならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思

を決定することに困難を抱える場合には、適切に

意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及

び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しな

ければならない。 

 

４ ［略］ ３ ［略］ 
５ ［略］ ４ ［略］ 
６ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者及び当該利用者に

対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担

当者等（地域移行等意向確認担当者を含む。）を

招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して行うことができるものとする。

）を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を

改めて確認するとともに、前項に規定する施設障

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害

福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集し

て行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開

催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画

の原案の内容について意見を求めるものとする。 



 

害福祉サービス計画の原案の内容について意見を

求めるものとする。 
７ サービス管理責任者は、第５項に規定する施設

障害福祉サービス計画の原案の内容について利用

者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得なければならない。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設

障害福祉サービス計画の原案の内容について利用

者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得なければならない。 
８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービ

ス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画

相談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指

定計画相談支援をいう。）を行う者に交付しなけ

ればならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービ

ス計画を利用者に交付しなければならない。 

９ ［略］ ８ ［略］ 
１０ ［略］ ９ ［略］ 
１１ 第２項から第８項までの規定は、第９項に規

定する施設障害福祉サービス計画の変更について

準用する。 

１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規

定する施設障害福祉サービス計画の変更について

準用する。 
  
 （サービス管理責任者の責務）  （サービス管理責任者の責務） 
第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行

われるよう努めなければならない。 

 

  
 （地域との連携等）  
第２８条の２ 指定障害者支援施設は、施設障害福

祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地

域との交流を図らなければならない。 

 

２ 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービス

の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域

住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知

見を有する者並びに市町村の担当者等により構成

される協議会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）（以下この条におい

て「地域連携推進会議」という。）を開催し、お

おむね１年に１回以上、地域連携推進会議におい

て、事業の運営に係る状況を報告するとともに、

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

 

３ 指定障害者支援施設は、前項に規定する地域連

携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１回以

上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援

施設を見学する機会を設けなければならない。 

 

４ 指定障害者支援施設は、第２項の報告、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該

記録を公表しなければならない。 

 



 

５ 前３項の規定は、指定障害者支援施設がその提

供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者

による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ

れに準じる措置として市長が定めるものを講じて

いる場合には、適用しない。 

 

  
 （地域移行等意向確認担当者の選任等）  
第２８条の３ 指定障害者支援施設は、利用者の地

域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当

該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉

サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該

指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以

下この条において「地域移行等意向確認等」とい

う。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等

に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向

確認担当者を選任しなければならない。 

 

２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基

づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメ

ントの際に地域移行等意向確認等において把握又

は確認した内容をサービス管理責任者に報告する

とともに、当該内容を第２７条第６項に規定する

施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報

告しなければならない。 

 

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向

確認等に当たっては、法第７７条第３項各号に掲

げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは

特定相談支援事業を行う者と連携し、地域におけ

る障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援そ

の他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう

努めなければならない。 

 

  
 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 
第５１条 ［略］ 第５１条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定障害者支援施設は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年

法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２

種協定指定医療機関（次項において「第２種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症

（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感

染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条

第９項に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努

めなければならない。 

 

４ 指定障害者支援施設は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第

２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならな

 



 

い。 
  
  （地域との連携等） 
第５８条 削除 第５８条 指定障害者支援施設は、その運営に当た

っては、地域住民又はその自発的な活動等との連

携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけれ

ばならない。 
  

（さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 

） 

第４条 さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（定義） （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能

訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行規則（平成１８年

厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」とい

う。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（

機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立

訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号

に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下

同じ。）の事業、就労移行支援の事業、就労継

続支援Ａ型（施行規則第６条の１０第１号に規

定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）

の事業及び就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条

の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の２の２第２項に規定する児童発達支援をい

う。）の事業、放課後等デイサービス（同条第

３項に規定する放課後等デイサービスをいう。

）の事業、居宅訪問型児童発達支援（同条第４

 ⑶ 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能

訓練）（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行規則（平成１８年

厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」とい

う。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（

機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立

訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号

に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下

同じ。）の事業、就労移行支援の事業、就労継

続支援Ａ型（施行規則第６条の１０第１号に規

定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）

の事業及び就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条

の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の２の２第２項に規定する児童発達支援をい

う。）の事業、医療型児童発達支援（同条第３

項に規定する医療型児童発達支援をいう。）の

事業、放課後等デイサービス（同条第４項に規 



 

項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。

）の事業及び保育所等訪問支援（同条第５項に

規定する保育所等訪問支援をいう。）の事業の

うち２以上の事業を一体的に行うこと（同法に 
  規定する事業のみを行う場合を除く。）をいう。

定する放課後等デイサービスをいう。）の事業、

居宅訪問型児童発達支援（同条第５項に規定す

る居宅訪問型児童発達支援をいう。）の事業及

び保育所等訪問支援（同条第６項に規定する保

育所等訪問支援をいう。）の事業のうち２以上

の事業を一体的に行うこと（同法に規定する事

業のみを行う場合を除く。）をいう。 
  
 （療養介護の取扱方針）  （療養介護の取扱方針） 
第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
２ 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、利用者の

意思決定の支援に配慮するよう努めなければなら

ない。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （療養介護計画の作成等）  （療養介護計画の作成等） 
第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に 
 当たっては、適切な方法により、利用者について、

 その有する能力、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活や課題等の把握（以下この章において「ア

セスメント」という。）を行うとともに、利用者

の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつ

つ、利用者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上での適切な支援内容の検討を

しなければならない。 

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に 
 当たっては、適切な方法により、利用者について、

 その有する能力、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活や課題等の把握（以下この章において「ア

セスメント」という。）を行い、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるように支援する上 
 での適切な支援内容の検討をしなければならない。

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっ

ては、利用者が自ら意思を決定することに困難を

抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うた

め、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等

について丁寧に把握しなければならない。 

 

４ ［略］ ３ ［略］ 
５ ［略］ ４ ［略］ 
６ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者及び当該利用者に対する療養介

護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を

いい、テレビ電話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行

うことができるものとする。）を開催し、当該利

用者の生活に対する意向等を改めて確認するとと

もに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容

について意見を求めるものとする。 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者に対する療養介護の提供に当た

る担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電

話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）を開催し、前項に規定する療養介

護計画の原案の内容について意見を求めるものと

する。 

７ サービス管理責任者は、第５項に規定する療養

介護計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養

介護計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

なければならない。 



 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成し

た際には、当該療養介護計画を利用者及び当該利

用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支

援（法第５１条の１７第２項に規定する指定計画

相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害児相

談支援（児童福祉法第２４条の２６第２項に規定

する指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以

下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等

」という。）に交付しなければならない。 

７ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成し

た際には、当該療養介護計画を利用者に交付しな

ければならない。 

９ ［略］ ８ ［略］ 
１０ ［略］ ９ ［略］ 
１１ 第２項から第８項までの規定は、第９項に規

定する療養介護計画の変更について準用する。 
１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規

定する療養介護計画の変更について準用する。 
  
 （サービス管理責任者の責務）  （サービス管理責任者の責務） 
第１８条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行

われるよう努めなければならない。 

 

  
 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 
第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置く

べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 
第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置く

べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、次章及び第５章におい

て同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士及び生活支援員 

 ⑶ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護

師をいう。以下この章、次章及び第５章におい

て同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員 
  ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護

の単位ごとに、常勤換算方法で、（ア）から（ウ）ま

でに掲げる利用者の平均障害支援区分（障害

福祉サービス省令第３９条第１項第３号イに

規定する厚生労働大臣が定めるところにより

算定した障害支援区分の平均値をいう。以下

同じ。）に応じ、それぞれ（ア）から（ウ）までに定

める数とする。 

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び 
   生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、

   常勤換算方法で、（ア）から（ウ）までに掲げる利用

者の平均障害支援区分（障害福祉サービス省

令第３９条第１項第３号イに規定する厚生労

働大臣が定めるところにより算定した障害支 
   援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、

それぞれ（ア）から（ウ）までに定める数とする。 

   （ア）～（ウ） ［略］    （ア）～（ウ） ［略］ 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

数は、利用者に対して日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う

場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を

行うために必要な数とする。 

  ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者

に対して日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う場合は、生活

介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必

要な数とする。 
  エ ［略］   エ ［略］ 
 ⑷ ［略］  ⑷ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



 

４ 第１項第３号の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 

４ 第１項第３号の理学療法士又は作業療法士を確

保することが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 
  
 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 
第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（

以下「自立訓練（機能訓練）事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能

訓練）事業所」という。）に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。 

第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（

以下「自立訓練（機能訓練）事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能

訓練）事業所」という。）に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士及び生活支援員 
 ⑵ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員 
  ア 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士及び生活支援員の総数は、自立訓練 
   （機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、

利用者の数を６で除した数以上とする。 

  ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び

生活支援員の総数は、自立訓練（機能訓練）

事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数

を６で除した数以上とする。 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

数は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、

１以上とする。 

  ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、自立訓 
   練（機能訓練）事業所ごとに、１以上とする。

  エ ［略］   エ ［略］ 
 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 第１項第２号の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確

保することが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５～９ ［略］ ５～９ ［略］ 
  
 （地域生活への移行のための支援）  （地域生活への移行のための支援） 
第５４条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者

が地域において自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、第６１条の２に規定する

就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事

業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけれ

ばならない。 

第５４条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者

が地域において自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、第６３条第１項に規定す

る就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス

事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなけ

ればならない。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （準用）  （準用） 
第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から



 

第３２条の２まで、第３４条から第３８条まで、

第４０条、第４１条及び第４４条の２から第４９

条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条第２

項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第５

５条において読み替えて準用する第１７条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同項第２号中「第２８条第

２項」とあるのは「第５５条において準用する第

２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２

項」とあるのは「第５５条において準用する第３

０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項

」とあるのは「第５５条において準用する第３２

条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第５５条において読み替えて準用す

る次条第１項」と、第１７条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同

条第９項中「６月」とあるのは「３月」と、第１

８条中「前条」とあるのは「第５５条において準

用する前条」と読み替えるものとする。 

第３２条の２まで、第３４条から第３８条まで、

第４０条、第４１条及び第４４条の２から第４９

条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条第２

項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第５

５条において読み替えて準用する第１７条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同項第２号中「第２８条第

２項」とあるのは「第５５条において準用する第

２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２

項」とあるのは「第５５条において準用する第３

０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項

」とあるのは「第５５条において準用する第３２

条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第５５条において読み替えて準用す

る次条第１項」と、第１７条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同

条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第１

８条中「前条」とあるのは「第５５条において準

用する前条」と読み替えるものとする。 
  
 （準用）  （準用） 
第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、

第４０条、第４１条、第４４条の２から第４９条

まで、第５３条及び第５４条の規定は、自立訓練

（生活訓練）の事業について準用する。この場合

において、第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第６０条において読み替えて準

用する第１７条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０

条において準用する第２８条第２項」と、同項第

３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６０条

において準用する第３０条第２項」と、同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第６０条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と、同条第９項中「６月」とある

のは「３月」と、第１８条中「前条」とあるのは

「第６０条において準用する前条」と、第４０条

第２項中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓

練以外の自立訓練（生活訓練）については６人以

上、宿泊型自立訓練については１０人以上」と読

み替えるものとする。 

第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、

第４０条、第４１条、第４４条の２から第４９条

まで、第５３条及び第５４条の規定は、自立訓練

（生活訓練）の事業について準用する。この場合

において、第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第６０条において読み替えて準

用する第１７条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０

条において準用する第２８条第２項」と、同項第

３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６０条

において準用する第３０条第２項」と、同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第６０条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とある

のは「３月」と、第１８条中「前条」とあるのは

「第６０条において準用する前条」と、第４０条

第２項中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓

練以外の自立訓練（生活訓練）については６人以

上、宿泊型自立訓練については１０人以上」と読

み替えるものとする。 
  
 （規模）  



 

第６１条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下

「就労移行支援事業者」という。）が当該事業を 

 行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。

 ）は、１０人以上の人員を利用させることができ

る規模を有するものでなければならない。 

 

  
 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 
第６３条 就労移行支援事業所に置くべき職員及び

その員数は、次のとおりとする。 
第６３条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就

労移行支援事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）

に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす

る。 
 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 
２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
  
 （準用）  （準用） 
第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、

第３８条、第４０条、第４１条、第４３条、第４

４条、第４５条から第４９条まで及び第５３条の

規定は、就労移行支援の事業について準用する。

この場合において、第９条第２項第１号中「第１

７条第１項」とあるのは「第６９条において読み

替えて準用する第１７条第１項」と、「療養介護

計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６９

条において準用する第２８条第２項」と、同項第

３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６９条

において準用する第３０条第２項」と、同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第６９条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第６９条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、同条第９項中「６月」とあるのは「３

月」と、第１８条中「前条」とあるのは「第６９

条において準用する前条」と、第４０条第１項中

「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事

業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と読

み替えるものとする。 

第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条から第３８条まで、

第４０条、第４１条、第４３条、第４４条、第４

５条から第４９条まで及び第５３条の規定は、就

労移行支援の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第２項第１号中「第１７条第１項

」とあるのは「第６９条において読み替えて準用

する第１７条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「

第２８条第２項」とあるのは「第６９条において

準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「第

３０条第２項」とあるのは「第６９条において準

用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３

２条第２項」とあるのは「第６９条において準用

する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第６９条において読み替

えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療養

介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第

１８条中「前条」とあるのは「第６９条において

準用する前条」と、第４０条第１項中「生活介護

事業所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定

就労移行支援事業所を除く。）」と読み替えるも

のとする。 
  
 （規模に関する特例）  （規模に関する特例） 
第８８条 多機能型による生活介護事業所（以下「

多機能型生活介護事業所」という。）、自立訓練

（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（

機能訓練）事業所」という。）、自立訓練（生活

訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（生活訓

練）事業所」という。）、就労移行支援事業所（ 

第８８条 多機能型による生活介護事業所（以下「

多機能型生活介護事業所」という。）、自立訓練

（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（

機能訓練）事業所」という。）、自立訓練（生活

訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（生活訓

練）事業所」という。）、就労移行支援事業所（ 



 

 以下「多機能型就労移行支援事業所」という。）、

 就労継続支援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継

続支援Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援

Ｂ型事業所（以下「多機能型就労継続支援Ｂ型事

業所」という。）（以下「多機能型事業所」と総

称する。）は、一体的に事業を行う多機能型事業

所の利用定員（多機能型による指定児童発達支援

（さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第６４号。以下「指定通所支援条例」

という。）第５条に規定する指定児童発達支援を

いう。）の事業等又は指定放課後等デイサービス

（指定通所支援条例第７２条に規定する指定放課

後等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機

能型児童発達支援事業等」という。）を一体的に

行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利

用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定

員を除く。）の合計が２０人以上である場合は、

当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲

げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に定

める人数とすることができる。 

 以下「多機能型就労移行支援事業所」という。）、

 就労継続支援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継

続支援Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援

Ｂ型事業所（以下「多機能型就労継続支援Ｂ型事

業所」という。）（以下「多機能型事業所」と総

称する。）は、一体的に事業を行う多機能型事業

所の利用定員（多機能型による指定児童発達支援

（さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第６４号。以下「指定通所支援条例」

という。）第５条に規定する指定児童発達支援を

いう。）の事業等、指定医療型児童発達支援（指

定通所支援条例第６２条に規定する指定医療型児

童発達支援をいう。）の事業又は指定放課後等デ

イサービス（指定通所支援条例第７２条に規定す

る指定放課後等デイサービスをいう。）の事業（

以下「多機能型児童発達支援事業等」という。）

を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う

事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓

練の利用定員を除く。）の合計が２０人以上であ

る場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次

の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当

該各号に定める人数とすることができる。 
 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
  

第５条 さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

目次 目次 
 第１章～第５章 ［略］  第１章～第５章 ［略］ 
 第５章の２ 就労選択支援（第６０条の２―第６

０条の８） 
  

 第６章～第１０章 ［略］  第６章～第１０章 ［略］ 
 附則  附則 
  
 （障害福祉サービス事業者の一般原則）  （障害福祉サービス事業者の一般原則） 



 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障

害福祉サービス事業者」という。）（次章から第

５章まで及び第６章から第８章までに掲げる事業

を行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第１７

条第１項において「個別支援計画」という。）を

作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サ

ービスを提供するとともに、その効果について継

続的な評価を実施することその他の措置を講じる

ことにより利用者に対して適切かつ効果的に障害

福祉サービスを提供しなければならない。 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障

害福祉サービス事業者」という。）（次章から第

８章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、

利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を

踏まえた計画（第１７条第１項において「個別支

援計画」という。）を作成し、これに基づき利用 
 者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、

 その効果について継続的な評価を実施することそ

の他の措置を講じることにより利用者に対して適

切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなけれ

ばならない。 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
  
   第５章の２ 就労選択支援  
  
 （基本方針）  
第６０条の２ 就労選択支援の事業は、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、施行規則第６条の７の２に規定する者につ

き、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供

を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評

価並びに施行規則第６条の７の３に規定する事項

の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び

当該整理の結果に基づき、施行規則第６条の７の

４に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するも

のでなければならない。 

 

  
 （規模）  
第６０条の３ 就労選択支援の事業を行う者（以下

「就労選択支援事業者」という。）が当該事業を 

 行う事業所（以下「就労選択支援事業所」という。

 ）は、１０人以上の人員を利用させることができ

る規模を有するものでなければならない。 

 

  
 （職員の配置の基準）  
第６０条の４ 就労選択支援事業所に置くべき職員

及びその員数は、次のとおりとする。 
 ⑴ 管理者 １ 
 ⑵ 就労選択支援員（就労選択支援の提供に当た

る者として厚生労働大臣が定めるものをいう。

以下同じ。） 就労選択支援事業所ごとに、常

勤換算方法で、利用者の数を１５で除した数以

上 

 

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規に事業を開始する場合は、推

定数による。 

 

３ 第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事

する者でなければならない。ただし、就労選択支

援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労選

 



 

択支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労

選択支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 
４ 第１項第２号の就労選択支援員は、専ら当該就

労選択支援事業所の職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場

合はこの限りでない。 

 

  
 （実施主体）  
第６０条の５ 就労選択支援事業者は、就労移行支

援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス

事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事

業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に

雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に

対する就労支援の経験及び実績を有する事業者で

なければならない。 

 

  
 （評価及び整理の実施）  
第６０条の６ 就労選択支援事業者は、短期間の生

産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関す

る適性、知識及び能力の評価並びに施行規則第６

条の７の３に規定する事項の整理（以下この節に

おいて「アセスメント」という。）を行うものと

する。 

 

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関が

アセスメントと同様の評価及び整理を実施した場

合には、就労選択支援事業者は、当該同様の評価

及び整理をもって、アセスメントの実施に代える

ことができる。この場合において、就労選択支援

事業者は、次項の規定による会議の開催、アセス

メントの結果の作成又は指定障害福祉サービス事

業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、当

該障害者就業・生活支援センターその他の機関に

対し、当該会議への参加その他の必要な協力を求

めることができる。 

 

３ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の

作成に当たり、利用者及び市町村、指定特定相談

支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関

の担当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を開催

し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認

するとともに、当該担当者等に意見を求めるもの

とする。 

 

４ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を

作成した際には、当該結果に係る情報を利用者及

び指定特定相談支援事業者等に提供しなければな

らない。 

 

  



 

 （関係機関との連絡調整等の実施）  
第６０条の７ 就労選択支援事業者は、アセスメン 

 トの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、

 障害者就業・生活支援センターその他の関係機関

との連絡調整を行わなければならない。 

 

２ 就労選択支援事業者は、法第８９条の３第１項

に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安

定所への訪問等により、地域における就労支援に

係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報

の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選

択に資する情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

 

  
 （準用）  
第６０条の８ 第８条、第９条（第２項第１号を除

く。）、第１３条から第１６条まで、第１９条、

第２４条から第２６条まで、第２８条から第３２

条の２まで、第３４条から第３６条まで、第３８

条、第４１条、第４３条、第４４条及び第４５条

から第４９条までの規定は、就労選択支援の事業

について準用する。この場合において、第９条第

２項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第 

 ６０条の８において準用する第２８条第２項」と、

 同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第 

 ６０条の８において準用する第３０条第２項」と、

 同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第 

 ６０条の８において準用する第３２条第２項」と、

 第１６条第１項中「次条第１項に規定する療養介

護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて

」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」

と読み替えるものとする。 

 

  
 （就労選択支援に関する情報提供）  
第６８条の２ 就労移行支援事業者は、利用者に対

し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的

に就労選択支援に関する情報提供を行うものとす

る。 

 

  
 （準用）  （準用） 
第８４条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条、第４１条、第４５

条から第４９条まで、第５３条及び第６８条の２

の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について準用

する。この場合において、第９条第２項第１号中

「第１７条第１項」とあるのは「第８４条におい

て読み替えて準用する第１７条第１項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画

」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあるの

第８４条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条、第４１条、第４５

条から第４９条まで及び第５３条の規定は、就労

継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合

において、第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第８４条において読み替えて準

用する第１７条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２

号中「第２８条第２項」とあるのは「第８４条に



 

は「第８４条において準用する第２８条第２項」

と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは 
 「第８４条において準用する第３０条第２項」と、

 同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第

８４条において準用する第３２条第２項」と、第

１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８ 
 ４条において読み替えて準用する次条第１項」と、

 第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ａ型計画」と、第１８条中「前条」とある

のは「第８４条において準用する前条」と読み替

えるものとする。 

おいて準用する第２８条第２項」と、同項第３号

中「第３０条第２項」とあるのは「第８４条にお

いて準用する第３０条第２項」と、同項第４号中

「第３２条第２項」とあるのは「第８４条におい

て準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第８４条において

読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型

計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「第８

４条において準用する前条」と読み替えるものと

する。 
  
 （準用）  （準用） 
第８７条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条、第３６条、第３７

条、第４１条、第４３条、第４５条から第４９条

まで、第５３条、第６８条の２、第７１条、第７

３条から第７５条まで及び第８０条から第８２条

までの規定は、就労継続支援Ｂ型の事業について

準用する。この場合において、第９条第２項第１

号中「第１７条第１項」とあるのは「第８７条に

おいて読み替えて準用する第１７条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型

計画」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあ

るのは「第８７条において準用する第２８条第２

項」と、同項第３号中「第３０条第２項」とある

のは「第８７条において準用する第３０条第２項

」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあるの

は「第８７条において準用する第３２条第２項」

と、第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第８７条において読み替えて準用する次条第１

項」と、第１７条中「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ｂ型計画」と、第１８条中「前条

」とあるのは「第８７条において準用する前条」

と、第８０条第１項中「第８４条」とあるのは「

第８７条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とある

のは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるもの

とする。 

第８７条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条、第３６条、第３７

条、第４１条、第４３条、第４５条から第４９条

まで、第５３条、第７１条、第７３条から第７５

条まで及び第８０条から第８２条までの規定は、

就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において、第９条第２項第１号中「第１７条

第１項」とあるのは「第８７条において読み替え

て準用する第１７条第１項」と、「療養介護計画

」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８７

条において準用する第２８条第２項」と、同項第

３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８７条

において準用する第３０条第２項」と、同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第８７条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第８７条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「

第８７条において準用する前条」と、第８０条第

１項中「第８４条」とあるのは「第８７条」と、

「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続

支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

  

（さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第６条 さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を



 

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （障害者支援施設の一般原則）  （障害者支援施設の一般原則） 
第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及

び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生

活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定

期的に確認するとともに、法第７７条第３項各号

に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若し 

 くは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、

 利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた

措置を講じなければならない。 

 

５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施

設以外における指定障害福祉サービス等（法第２

９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等を

いう。以下同じ。）の利用状況等を把握するとと

もに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支

援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以

外における指定障害福祉サービス等の利用に関す

る意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は

特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必

要な援助を行わなければならない。 

 

  
 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 
第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。 
第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 生活介護を行う場合  ⑵ 生活介護を行う場合 
  ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。 
  ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。 
   （ア） ［略］    （ア） ［略］ 
   （イ） 看護職員（保健師又は看護師若しくは准 

看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 

   （イ） 看護職員（保健師又は看護師若しくは准

看護師をいう。以下同じ。）、理学療法士

又は作業療法士及び生活支援員 
    ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、 
     生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、

     (a)及び(b)に掲げる数を合計した数以上と

する。 

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、生活介護の単

位ごとに、常勤換算方法で、(a)及び(b)に

掲げる数を合計した数以上とする。 

     (a)・(b) ［略］      (a)・(b) ［略］ 
    ｂ ［略］     ｂ ［略］ 
    ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の数は、利用者に対して日常生活を営

    ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、利

用者に対して日常生活を営むのに必要な



 

むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う場合は、生活介護の単位ご

とに、当該訓練を行うために必要な数と

する。 

機能の減退を防止するための訓練を行う

場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓

練を行うために必要な数とする。 

    ｄ ［略］     ｄ ［略］ 
   （ウ） ［略］    （ウ） ［略］ 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ ア（イ）の理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

  ウ ア（イ）の理学療法士又は作業療法士を確保す

ることが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 
  エ・オ ［略］   エ・オ ［略］ 
 ⑶ 自立訓練（機能訓練）を行う場合  ⑶ 自立訓練（機能訓練）を行う場合 
  ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべ

き職員及びその員数は、次のとおりとする。 
  ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべ

き職員及びその員数は、次のとおりとする。 
   （ア） 看護職員、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士及び生活支援員 
   （ア） 看護職員、理学療法士又は作業療法士及

び生活支援員 
    ａ 看護職員、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、

常勤換算方法で、利用者の数を６で除し

た数以上とする。 

    ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士

及び生活支援員の総数は、常勤換算方法

で、利用者の数を６で除した数以上とす

る。 
    ｂ ［略］     ｂ ［略］ 
    ｃ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の数は、１以上とする。 
    ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、１

以上とする。 
    ｄ ［略］     ｄ ［略］ 
   （イ） ［略］    （イ） ［略］ 
  イ ［略］   イ ［略］ 
  ウ ア（ア）の理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士を確保することが困難な場合には、これ

らの者に代えて、日常生活を営むのに必要な

機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の者を機能訓練指導員

として置くことができる。 

  ウ ア（ア）の理学療法士又は作業療法士を確保す

ることが困難な場合には、これらの者に代え

て、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する看護

師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。 
  エ～カ ［略］   エ～カ ［略］ 
 ⑷～⑺ ［略］  ⑷～⑺ ［略］ 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
  
 （施設障害福祉サービスの取扱方針）  （施設障害福祉サービスの取扱方針） 
第１８条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
２ 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、利用者の

意思決定の支援に配慮するよう努めなければなら

ない。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ ［略］ ３ ［略］ 
  



 

 （施設障害福祉サービス計画の作成等）  （施設障害福祉サービス計画の作成等） 
第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する

生活や課題等の把握（以下「アセスメント」とい

う。）を行うとともに、利用者の自己決定の尊重

及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する

上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。この場合において、サービス管理責任者は、

第２０条の３第１項の地域移行等意向確認担当者

（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）

が把握した利用者の地域生活への移行に関する意

向等を踏まえるものとする。 

２ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者について、その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する

生活や課題等の把握（以下「アセスメント」とい

う。）を行い、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上での適切な支援内

容の検討をしなければならない。 

３ アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思

を決定することに困難を抱える場合には、適切に

意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及

び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しな

ければならない。 

 

４ ［略］ ３ ［略］ 
５ ［略］ ４ ［略］ 
６ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者及び当該利用者に

対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担

当者等（地域移行等意向確認担当者を含む。）を

招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して行うことができるものとする。

）を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を

改めて確認するとともに、前項に規定する施設障

害福祉サービス計画の原案の内容について意見を

求めるものとする。 

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害

福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集し

て行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開

催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画

の原案の内容について意見を求めるものとする。 

７ サービス管理責任者は、第５項に規定する施設

障害福祉サービス計画の原案の内容について利用

者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得なければならない。 

６ サービス管理責任者は、第４項に規定する施設

障害福祉サービス計画の原案の内容について利用

者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得なければならない。 
８ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービ

ス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画

相談支援（法第５１条の１７第２項に規定する指

定計画相談支援をいう。）を行う者に交付しなけ

ればならない。 

７ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービ

ス計画を利用者に交付しなければならない。 

９ ［略］ ８ ［略］ 
１０ ［略］ ９ ［略］ 
１１ 第２項から第８項までの規定は、第９項に規

定する施設障害福祉サービス計画の変更について

準用する。 

１０ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規

定する施設障害福祉サービス計画の変更について

準用する。 



 

  
 （サービス管理責任者の責務）  （サービス管理責任者の責務） 
第２０条 ［略］ 第２０条 ［略］ 
２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える

場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行

われるよう努めなければならない。 

 

  
 （地域との連携等）  
第２０条の２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サ

ービスの提供に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

 

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提

供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民

の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を

有する者並びに市町村の担当者等により構成され

る協議会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）（以下この条において「

地域連携推進会議」という。）を開催し、おおむ

ね１年に１回以上、地域連携推進会議において、

事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要

な要望、助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

 

３ 障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推

進会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、

地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見

学する機会を設けなければならない。 

 

４ 障害者支援施設は、第２項の報告、要望、助言

等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表しなければならない。 

 

５ 前３項の規定は、障害者支援施設がその提供す

る施設障害福祉サービスの質に係る外部の者によ

る評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに

準じる措置として市長が定めるものを講じている

場合には、適用しない。 

 

  
 （地域移行等意向確認担当者の選任等）  
第２０条の３ 障害者支援施設は、利用者の地域生

活への移行に関する意向の把握、利用者の当該障

害者支援施設以外における指定障害福祉サービス

等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支

援施設以外における指定障害福祉サービス等の利

用に関する意向の定期的な確認（以下この条にお

いて「地域移行等意向確認等」という。）を適切

に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針

を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を

選任しなければならない。 

 



 

２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基

づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメ

ントの際に地域移行等意向確認等において把握又

は確認した内容をサービス管理責任者に報告する

とともに、当該内容を第１９条第６項に規定する

施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報

告しなければならない。 

 

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向

確認等に当たっては、法第７７条第３項各号に掲

げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは

特定相談支援事業を行う者と連携し、地域におけ

る障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援そ

の他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう

努めなければならない。 

 

  
 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 
第４０条 ［略］ 第４０条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協

定指定医療機関（次項において「第２種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同 
 条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

 同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項

に規定する新感染症をいう。次項において同じ。

）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。 

 

４ 障害者支援施設は、協力医療機関が第２種協定

指定医療機関である場合においては、当該第２種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。 

 

  
  （地域との連携等） 
第４４条 削除 第４４条 障害者支援施設は、その運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らない。 
  

（さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第７条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

目次 目次 
 第１章～第３章 ［略］  第１章～第３章 ［略］ 
 第４章 削除  第４章 医療型児童発達支援 
   第１節 基本方針（第６２条） 
   第２節 人員に関する基準（第６３条・第６４

条） 
   第３節 設備に関する基準（第６５条） 
   第４節 運営に関する基準（第６６条―第７１

条） 
 第５章～第９章 ［略］  第５章～第９章 ［略］ 
 附則  附則 
  
 （定義）  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 通所給付決定保護者 法第６条の２の２第８

項に規定する通所給付決定保護者をいう。 
 ⑴ 通所給付決定保護者 法第６条の２の２第９

項に規定する通所給付決定保護者をいう。 
 ⑵ 指定障害児通所支援事業者 法第２１条の５

の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業

者をいう。 

 ⑵ 指定障害児通所支援事業者等 法第２１条の

５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事

業者等をいう。 
 ⑶～⑼ ［略］  ⑶～⑼ ［略］ 
 ⑽ 法定代理受領 法第２１条の５の７第１１項

（法第２１条の５の１３第２項の規定により、

同条第１項に規定する放課後等デイサービス障

害児通所給付費等の支給について適用する場合

を含む。）の規定により通所給付決定保護者に

代わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が

支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第

２１条の５の２９第３項の規定により通所給付

決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由

児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害

児通所支援事業者が受けることをいう。 

 ⑽ 法定代理受領 法第２１条の５の７第１１項

（法第２１条の５の１３第２項の規定により、

同条第１項に規定する放課後等デイサービス障

害児通所給付費等の支給について適用する場合

を含む。）の規定により通所給付決定保護者に

代わり市町村（特別区を含む。以下同じ。）が

支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第

２１条の５の２９第３項の規定により通所給付

決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由

児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害

児通所支援事業者等が受けることをいう。 
 ⑾・⑿ ［略］  ⑾・⑿ ［略］ 
 ⒀ 多機能型事業所 第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、第７２条に規定する指定放課

後等デイサービスの事業、第８１条の２に規定

する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第

８２条に規定する指定保育所等訪問支援の事業

並びにさいたま市指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年さいたま市条例第５８号。以下「

 ⒀ 多機能型事業所 第５条に規定する指定児童

発達支援の事業、第６２条に規定する指定医療

型児童発達支援の事業、第７２条に規定する指

定放課後等デイサービスの事業、第８１条の２

に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業

及び第８２条に規定する指定保育所等訪問支援

の事業並びにさいたま市指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す



 

指定障害福祉サービス条例」という。）第７９

条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福

祉サービス条例第１４２条に規定する指定自立

訓練（機能訓練）の事業、指定障害福祉サービ

ス条例第１５２条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）の事業、指定障害福祉サービス条例第

１６２条に規定する指定就労移行支援の事業、

指定障害福祉サービス条例第１７３条に規定す

る指定就労継続支援Ａ型の事業及び指定障害福

祉サービス条例第１８６条に規定する指定就労

継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の事業を一体

的に行う事業所（指定障害福祉サービス条例に

規定する事業のみを行う事業所を除く。）のこ

とをいう。 

る条例（平成２４年さいたま市条例第５８号。

以下「指定障害福祉サービス条例」という。）

第７９条に規定する指定生活介護の事業、指定

障害福祉サービス条例第１４２条に規定する指

定自立訓練（機能訓練）の事業、指定障害福祉

サービス条例第１５２条に規定する指定自立訓

練（生活訓練）の事業、指定障害福祉サービス

条例第１６２条に規定する指定就労移行支援の

事業、指定障害福祉サービス条例第１７３条に

規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び指定

障害福祉サービス条例第１８６条に規定する指

定就労継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の事業

を一体的に行う事業所（指定障害福祉サービス

条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。

）のことをいう。 
  
 （指定障害児通所支援事業者の一般原則）  （指定障害児通所支援事業者等の一般原則） 
第３条 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決

定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害

の特性その他の事情を踏まえた計画（第２８条第

１項において「通所支援計画」という。）を作成

し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を

提供するとともに、その効果について継続的な評

価を実施することその他の措置を講じることによ

り障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援

を提供しなければならない。 

第３条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付

決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障

害の特性その他の事情を踏まえた計画（第２８条

第１項において「通所支援計画」という。）を作

成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援

を提供するとともに、その効果について継続的な

評価を実施することその他の措置を講じることに

より障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支

援を提供しなければならない。 
２ 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児

通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格

を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定

通所支援の提供に努めなければならない。 

２ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害

児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び

人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った

指定通所支援の提供に努めなければならない。 
３ 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭と

の結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第

１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福

祉サービス」という。）を行う者、児童福祉施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との連携に努めなければならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条

第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害

福祉サービス」という。）を行う者、児童福祉施

設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との連携に努めなければならない。 
４ 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児

通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害

児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 
  
第４条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第

２１条の５の１６第４項において準用する場合を

含む。）の条例で定める者は、法人とする。 

第４条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第

２１条の５の１６第４項において準用する場合を

含む。）の条例で定める者は、法人とする。ただ

し、医療型児童発達支援（病院又は診療所により

行われるものに限る。）に係る指定の申請にあっ

ては、この限りでない。 



 

  
第５条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「

指定児童発達支援」という。）の事業は、障害児

が日常生活における基本的動作及び知識技能を習

得し、並びに集団生活に適応することができるよ

う、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援

をし、又はこれに併せて治療（上肢、下肢又は体

幹の機能の障害のある児童に対して行われるもの

に限る。以下同じ。）を行うものでなければなら

ない。 

第５条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「

指定児童発達支援」という。）の事業は、障害児

が日常生活における基本的動作及び知識技能を習

得し、並びに集団生活に適応することができるよ

う、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導

及び訓練を行うものでなければならない。 

  
第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 前２項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支

援事業所において、治療を行う場合には、医療法

（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所

として必要とされる数の従業者を置かなければな

らない。 

 

４ 第２項の規定により、機能訓練担当職員等を置

いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の

数を児童指導員及び保育士の総数に含めることが

できる。 

３ 前項の規定により、機能訓練担当職員等を置い

た場合においては、当該機能訓練担当職員等の数

を児童指導員及び保育士の総数に含めることがで

きる。 
 ４ 前２項の規定にかかわらず、主として難聴児を

通わせる指定児童発達支援事業所には、第１項各

号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業

者（第２項ただし書各号のいずれかに該当する場

合にあっては、第３号に掲げる看護職員を除く。

）を置かなければならない。この場合において、

当該各号に掲げる従業者については、その数を児 
 童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

  ⑴ 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに

４以上 
  ⑵ 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要

な機能訓練を行う場合に限る。） 機能訓練を

行うために必要な数 
  ⑶ 看護職員（日常生活及び社会生活を営むため

に医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠で

ある障害児に医療的ケアを行う場合に限る。） 
   医療的ケアを行うために必要な数 

 ５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、主とし

て重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事

業所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次

の各号に掲げる従業者を置かなければならない。

この場合において、当該各号に掲げる従業者につ

いては、その数を児童指導員及び保育士の総数に

含めることができる。 
  ⑴ 看護職員 １以上 
  ⑵ 機能訓練担当職員 １以上 



 

５ 前項の規定により機能訓練担当職員等の数を含

める場合における第１項第２号アの児童指導員及

び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保

育士でなければならない。 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を

含める場合における第１項第２号アの児童指導員

及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。 
６ 第１項第２号ア及び次項の指定児童発達支援の

単位は、指定児童発達支援であって、その提供が

同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行わ

れるものをいう。 

７ 第１項第２号ア、第４項第１号及び次項の指定

児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であっ

て、その提供が同時に一又は複数の障害児に対し

て一体的に行われるものをいう。 
７ 第１項（第１号を除く。）、第２項及び第４項

に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援

事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援

の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に

当たる者でなければならない。ただし、障害児の

支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養士

及び同項第４号の調理員については、併せて設置

する他の社会福祉施設の職務に従事させることが

できる。 

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除く。

）に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支

援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支

援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供

に当たる者でなければならない。ただし、障害児

の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養

士及び同項第４号の調理員については、併せて設

置する他の社会福祉施設の職務に従事させること

ができる。 
８ 第３項に規定する従業者は、専ら当該指定児童

発達支援事業所の職務に従事する者でなければな

らない。ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、

併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事さ

せることができる。 

 

９ 前２項の規定にかかわらず、保育所若しくは家

庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定

こども園に入園している児童と指定児童発達支援 
 事業所に通所している障害児を交流させるときは、

 障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の

支援に直接従事する従業者については、これら児

童への保育に併せて従事させることができる。 

９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭

的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こ

ども園に入園している児童と指定児童発達支援事

業所に通所している障害児を交流させるときは、

障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の

支援に直接従事する従業者については、これら児

童への保育に併せて従事させることができる。 
  
 （管理者）  （管理者） 
第８条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達

支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし、指定児童発達

支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場

合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に

従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外

の事業所、施設等の職務に従事させることができ

る。 

第８条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達

支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし、指定児童発達

支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場

合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に

従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事させることができる。 

  
 （設備）  （設備） 
第１０条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターであるものを除く。）は、発達支援室の

ほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 

第１０条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターであるものを除く。）は、指導訓練室の

ほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 
２ 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機

械器具等を備えなければならない。 
２ 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機

械器具等を備えなければならない。 
３ 第１項に規定する発達支援室の床面積は、利用 ３ 第１項に規定する指導訓練室の床面積は、利用



 

定員１人につき２．４７平方メートル以上としな

ければならない。 
定員１人につき２．４７平方メートル以上としな

ければならない。 
４ ［略］ ４ ［略］ 
  
第１１条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターであるものに限る。以下この条において

同じ。）は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場（

指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場

に代わるべき場所を含む。）、医務室、相談室、

調理室、便所、静養室並びに指定児童発達支援の

提供に必要な設備及び備品等を設けなければなら

ない。 

第１１条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターであるものに限る。以下この条において

同じ。）は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（

指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場

に代わるべき場所を含む。以下この項において同

じ。）、医務室、相談室、調理室及び便所並びに

指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等

を設けなければならない。ただし、主として重症

心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に

あっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談

室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けな

いことができる。 
２ 指定児童発達支援事業所において、治療を行う

場合には、前項に規定する設備（医務室を除く。

）に加えて、医療法に規定する診療所として必要

な設備を設けなければならない。 

 

３ 第１項に規定する設備の基準は、次のとおりと

する。 
２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとす

る。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童

発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通

わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この

限りでない。 
 ⑴ 発達支援室  ⑴ 指導訓練室 
  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 
 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 
 ３ 第１項に規定する設備のほか、主として知的障

害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所

は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童

発達支援事業所は聴力検査室を設けなければなら

ない。 
４ 第１項及び第２項に規定する設備は、専ら当該

指定児童発達支援の事業の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、障害児の支援に支障がな

い場合は、第２項に掲げる設備を除き、併せて設

置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることがで

きる。 

４ 第１項及び前項に規定する設備は、専ら当該指

定児童発達支援の事業の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし、障害児の支援に支障がない

場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備

に兼ねることができる。 

  
 （利用定員）  （利用定員） 
第１２条 指定児童発達支援事業所は、その利用定

員を１０人以上とする。ただし、主として重症心

身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所（児

童発達支援センターであるものを除く。）にあっ

ては、利用定員を５人以上とすることができる。 

第１２条 指定児童発達支援事業所は、その利用定

員を１０人以上とする。ただし、主として重症心

身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあ 
 っては、利用定員を５人以上とすることができる。

  
 （通所利用者負担額の受領）  （通所利用者負担額の受領） 
第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］ 



 

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行

わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給 
 付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行

わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給

付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る

指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとす

る。 
 ⑴ 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童

発達支援に係る指定通所支援費用基準額 
 

 ⑵ 治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当

該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医

療（食事療養（健康保険法（大正１１年法律第

７０号）第６３条第２項第１号に規定する食事

療養をいう。）を除く。以下同じ。）に係るも

のにつき健康保険の療養に要する費用の額の算

定方法の例により算定した費用の額 

 

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 
  
 （通所利用者負担額に係る管理）  （通所利用者負担額に係る管理） 
第２５条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決

定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支

援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指

定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援

を受けた場合において、当該障害児の通所給付決

定保護者から依頼があったときは、当該指定児童

発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利

用者負担額の合計額（以下この条において「通所

利用者負担額合計額」という。）を算定しなけれ

ばならない。この場合において、当該指定児童発

達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該

他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者

負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該

通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を

提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなけ

ればならない。 

第２５条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決

定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支

援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指

定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支

援を受けた場合において、当該障害児の通所給付

決定保護者から依頼があったときは、当該指定児

童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所

利用者負担額の合計額（以下この条において「通

所利用者負担額合計額」という。）を算定しなけ

ればならない。この場合において、当該指定児童

発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当

該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用

者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当

該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援

を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知し

なければならない。 
  
 （障害児通所給付費の額に係る通知等）  （障害児通所給付費の額に係る通知等） 
第２６条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受

領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付

費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場

合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付

決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自

由児通所医療費の額を通知しなければならない。 

第２６条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受

領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付

費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に

対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所

給付費の額を通知しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （指定児童発達支援の取扱方針）  （指定児童発達支援の取扱方針） 
第２７条 指定児童発達支援事業者は、第２８条第

１項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害

児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切

に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然

かつ画一的なものとならないよう配慮しなければ

第２７条 指定児童発達支援事業者は、次条第１項

に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の

心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行

うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ

画一的なものとならないよう配慮しなければなら



 

ならない。 ない。 
２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限

り尊重するための配慮をしなければならない。 

 

３ ［略］ ２ ［略］ 
４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障

害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支

援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条

において同じ。）の確保並びに次項に規定する指

定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な

実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当た

っては、心身の健康等に関する領域を含む総合的

な支援を行わなければならない。 

 

５ ［略］ ３ ［略］ 
６ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、

その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改 
善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、

指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受

けた上で、自ら評価（以下この条において「自己

評価」という。）を行うとともに、当該指定児童

発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定

保護者（以下この条において「保護者」という。

）による評価（以下この条において「保護者評価

」という。）を受けて、その改善を図らなければ

ならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、

 その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改 
 善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、

 自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援

事業者を利用する障害児の保護者による評価を受

けて、その改善を図らなければならない。 

 ⑴～⑺ ［略］  ⑴～⑺ ［略］ 
７ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年に１

回以上、自己評価及び保護者評価並びに前項に規

定する改善の内容を、保護者に示すとともに、イ

ンターネットの利用その他の方法により公表しな

ければならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年に１

回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネ

ットの利用その他の方法により公表しなければな

らない。 

  
第２７条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定児

童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログ

ラム（前条第４項に規定する領域との関連性を明

確にした指定児童発達支援の実施に関する計画を

いう。）を策定し、インターネットの利用その他

の方法により公表しなければならない。 

 

  
 （障害児の地域社会への参加及び包摂の推進）  
第２７条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児

が指定児童発達支援を利用することにより、地域

の保育、教育等の支援を受けることができるよう

にすることで、障害の有無にかかわらず、全ての

児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会へ

の参加及び包摂（以下「インクルージョン」とい

う。）の推進に努めなければならない。 

 

  



 

 （児童発達支援計画の作成等）  （児童発達支援計画の作成等） 
第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］ 
２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、適切な方法により、障害児

について、その有する能力、その置かれている環

境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所

給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに

課題等の把握（以下この条において「アセスメン

ト」という。）を行うとともに、障害児の年齢及

び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健

やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上 
 での適切な支援内容の検討をしなければならない。

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、適切な方法により、障害児

について、その有する能力、その置かれている環

境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所

給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに

課題等の把握（以下この条において「アセスメン

ト」という。）を行い、障害児の発達を支援する

上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。 

３ ［略］ ３ ［略］ 
４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

の質を向上させるための課題、第２７条第４項に

規定する領域との関連性及びインクルージョンの

観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、

指定児童発達支援を提供する上での留意事項その

他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案

を作成しなければならない。この場合において、

障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達

支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保

健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含め

て児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努め

なければならない。 

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護

者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般

の質を向上させるための課題、指定児童発達支援

の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上で

の留意事項その他必要な事項を記載した児童発達

支援計画の原案を作成しなければならない。この

場合において、障害児の家族に対する援助及び当

該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発

達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス

との連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置

付けるよう努めなければならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮される体制を確保

した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提

供に当たる担当者等を招集して行う会議（テレビ

電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うことができ

るものとする。）を開催し、児童発達支援計画の

原案について意見を求めるものとする。 

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発

達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会

議（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用して行う

ことができるものとする。）を開催し、児童発達 
支援計画の原案について意見を求めるものとする。

６ ［略］ ６ ［略］ 
７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所

給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対

して指定障害児相談支援（法第２４条の２６第２

項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を提

供する者に交付しなければならない。 

７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所

給付決定保護者に交付しなければならない。 

８～１０ ［略］ ８～１０ ［略］ 
  
 （児童発達支援管理責任者の責務）  （児童発達支援管理責任者の責務） 
第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 



 

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当た

っては、障害児が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、障害児及び通所給付決

定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めな

ければならない。 

 

  
 （支援）  （指導、訓練等） 
第３１条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心

身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を

行わなければならない。 

第３１条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心

身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、

訓練等を行わなければならない。 
２ ［略］ 
３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応

じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むこ

とができるよう、より適切に支援を行わなければ

ならない。 

２ ［略］ 
３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応

じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むこ

とができるよう、より適切に指導、訓練等を行わ

なければならない。 
４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人以上の従 
 業者を支援に従事させなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人以上の従 
 業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

５ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、

当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担によ

り、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者に

よる支援を受けさせてはならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、

当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担によ

り、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者に

よる指導、訓練等を受けさせてはならない。 
  
 （通所給付決定保護者に関する市町村への通知）  （通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 
第３６条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保

護者が偽りその他不正の行為によって障害児通所

給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不

自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようと

したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市

町村に通知しなければならない。 

第３６条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保

護者が偽りその他不正の行為によって障害児通所

給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受

け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見

を付してその旨を市町村に通知しなければならな

い。 
  
 （定員の遵守）  （定員の遵守） 
第４０条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及

び発達支援室の定員を超えて、指定児童発達支援

の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 

第４０条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及

び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援

の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 
  
 （安全計画の策定等）  （安全計画の策定等） 
第４１条の２ ［略］ 第４１条の２ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確

保に関して通所給付決定保護者との連携が図られ

るよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に

基づく取組の内容等について周知しなければなら

ない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確

保に関して保護者との連携が図られるよう、保護

者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい

て周知しなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 
  



 

 （協力医療機関）  （協力医療機関） 
第４３条 指定児童発達支援事業者（治療を行うも

のを除く。）は、障害児の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかな

ければならない。 

第４３条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病

状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療

機関を定めておかなければならない。 

  
 （利益供与等の禁止）  （利益供与等の禁止） 
第５０条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第１９項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者（次項において「障害児相談支援

事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う

者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族

に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

第５０条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談

支援事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第５条第１８項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者（次項において「障害児相談支援

事業者等」という。）、障害福祉サービスを行う

者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族

に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （設備）  （設備） 
第５７条 基準該当児童発達支援事業所は、発達支

援を行う場所を確保するとともに、基準該当児童

発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 

第５７条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓

練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童

発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 
２ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に

必要な機械器具等を備えなければならない。 
２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に

必要な機械器具等を備えなければならない。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  
   第４章 削除    第４章 医療型児童発達支援 
  
     第１節 基本方針 
  
第６２条から第７１条まで 削除 第６２条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援

（以下「指定医療型児童発達支援」という。）の

事業は、障害児が日常生活における基本的動作及

び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応する

ことができるよう、当該障害児の身体及び精神の

状況並びにその置かれている環境に応じて適切か

つ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うもので

なければならない。 
  
     第２節 人員に関する基準 
  
  （従業者の員数） 
 第６３条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者 

 （以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。

 ）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児

童発達支援事業所」という。）に置くべき従業者



 

及びその員数は、次のとおりとする。 
  ⑴ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定

する診療所として必要とされる従業者 同法に

規定する診療所として必要とされる数 
  ⑵ 児童指導員 １以上 
  ⑶ 保育士 １以上 
  ⑷ 看護職員 １以上 
  ⑸ 理学療法士又は作業療法士 １以上 
  ⑹ 児童発達支援管理責任者 １以上 
 ２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児

童発達支援事業所において日常生活を営むのに必

要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職

員を置かなければならない。 
 ３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は、専ら

当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事

する者でなければならない。ただし、障害児の支

援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事

する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉

施設の職務に従事させることができる。 
 ４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭

的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こ

ども園に入園している児童と指定医療型児童発達

支援事業所に通所している障害児を交流させると

きは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障

害児の支援に直接従事する従業者については、こ

れら児童への保育に併せて従事させることができ

る。 
  
  （準用） 
 第６４条 第８条の規定は、指定医療型児童発達支

援の事業について準用する。 
  
     第３節 設備に関する基準 
  
  （設備） 
 第６５条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の

基準は、次のとおりとする。 
  ⑴ 医療法に規定する診療所として必要とされる

設備を有すること。 
  ⑵ 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室

を有すること。 
  ⑶ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由

を助ける設備を有すること。 
 ２ 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の

傾斜を緩やかにしなければならない。 
 ３ 第１項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療

型児童発達支援の事業の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし、障害児の支援に支障がない



 

場合は、同項第１号に掲げる設備を除き、併せて

設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることが

できる。 
  
     第４節 運営に関する基準 
  
  （利用定員） 
 第６６条 指定医療型児童発達支援事業所は、その

利用定員を１０人以上とする。 
  
  （通所利用者負担額の受領） 
 第６７条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定

医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決

定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る

通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 
 ２ 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受

領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した

際は、通所給付決定保護者から、次に掲げる費用

の額の支払を受けるものとする。 
  ⑴ 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所

支援費用基準額 
  ⑵ 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自

由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正１

１年法律第７０号）第６３条第２項第１号に規

定する食事療養をいう。）を除く。以下同じ。

）に係るものにつき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例により算定した費用の額 
 ３ 指定医療型児童発達支援事業者は、前２項の支

払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援に

おいて提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から

受けることができる。 
  ⑴ 食事の提供に要する費用 
  ⑵ 日用品費 
  ⑶ 前２号に掲げるもののほか、指定医療型児童

発達支援において提供される便宜に要する費用

のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって、通所給付決定保護者に

負担させることが適当と認められるもの 
 ４ 前項第１号に掲げる費用については、児童福祉

法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準第６０条第４項に規定するこ 
 ども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

 ５ 指定医療型児童発達支援事業者は、第１項から

第３項までの費用の額の支払を受けた場合は、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通 
 所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

 ６ 指定医療型児童発達支援事業者は、第３項の費

用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ



 

め、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、通所給付決定

保護者の同意を得なければならない。 
  
  （障害児通所給付費の額に係る通知等） 
 第６８条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定

代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障

害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支

給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、

当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費

及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなけれ

ばならない。 
 ２ 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第２項

の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支

援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提

供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付し

なければならない。 
  
  （通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 
 第６９条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定

医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通

所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によっ

て障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付

費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又

は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付し

てその旨を市町村に通知しなければならない。 
  
  （運営規程） 
 第７０条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定

医療型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程を

定めておかなければならない。 
  ⑴ 事業の目的及び運営の方針 
  ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 
  ⑶ 営業日及び営業時間 
  ⑷ 利用定員 
  ⑸ 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給

付決定保護者から受領する費用の種類及びその

額 
  ⑹ 通常の事業の実施地域（当該指定医療型児童

発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達

支援を提供する地域をいう。） 
  ⑺ サービスの利用に当たっての留意事項 
  ⑻ 緊急時等における対応方法 
  ⑼ 非常災害対策 
  ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 



 

  ⑾ 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重

要事項 
  
  （情報の提供等） 
 第７０条の２ 指定医療型児童発達支援事業者は、

指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害

児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、

当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事

業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。 
 ２ 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医

療型児童発達支援事業者について広告をする場合

において、その内容を虚偽のもの又は誇大なもの

としてはならない。 
  
  （準用） 
 第７１条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２７条（第４項及び第５項を除く。）から第３ 
 ５条まで、第３７条、第３９条から第４２条まで、

 第４４条から第４８条まで、第５０条から第５３

条まで及び第５５条の規定は、指定医療型児童発

達支援の事業について準用する。この場合におい

て、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「

第７０条」と、第１６条中「第５０条第１項」と

あるのは「第７１条において準用する第５０条第

１項」と、第１７条中「第３８条第６号及び」と

あるのは「第７１条において準用する」と、第２

３条第２項中「次条第１項」とあるのは「第６７

条第１項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７１

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する医療型児童発達支援計画」と、第２８条第１

項中「第５５条第２項第２号において「児童発達

支援計画」という」とあるのは「第７１条におい

て準用する第５５条第２項第２号において「医療

型児童発達支援計画」という」と、同条第２項、

第４項から第８項まで及び第１０項中「児童発達

支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画

」と、第２９条中「前条」とあるのは「第７１条

において準用する前条」と、同条第１号中「次条

」とあるのは「第７１条において準用する次条」

と、第３５条中「医療機関」とあるのは「他の専

門医療機関」と、第４４条第１項中「従業者の勤

務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従

業者の勤務の体制」と、第５５条第２項第１号中

「第２２条第１項」とあるのは「第７１条におい

て準用する第２２条第１項」と、同項第２号中「

児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達

支援計画」と、同項第３号中「第３６条」とある

のは「第６９条」と、同項第４号中「第４５条第



 

２項」とあるのは「第７１条において準用する第

４５条第２項」と、同項第５号中「第５１条第２

項」とあるのは「第７１条において準用する第５

１条第２項」と、同項第６号中「第５３条第２項

」とあるのは「第７１条において準用する第５３

条第２項」と読み替えるものとする。 
  
第７２条 放課後等デイサービスに係る指定通所支

援（以下「指定放課後等デイサービス」という。

）の事業は、障害児が生活能力の向上のために必

要な支援を行い、及び社会との交流を図ることが

できるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並

びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果

的な支援を行うものでなければならない。 

第７２条 放課後等デイサービスに係る指定通所支

援（以下「指定放課後等デイサービス」という。

）の事業は、障害児が生活能力の向上のために必

要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることが

できるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並

びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果 
的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

  
 （設備）  （設備） 
第７５条 指定放課後等デイサービス事業所は、発

達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提

供に必要な設備及び備品等を設けなければならな

い。 

第７５条 指定放課後等デイサービス事業所は、指

導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提

供に必要な設備及び備品等を設けなければならな

い。 
２ 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機

械器具等を備えなければならない。 
２ 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機

械器具等を備えなければならない。 
３ 第１項に規定する発達支援室の床面積は、利用

定員１人につき２．４７平方メートル以上としな

ければならない。 

３ 第１項に規定する指導訓練室の床面積は、利用

定員１人につき２．４７平方メートル以上としな

ければならない。 
４ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （設備）  （設備） 
第８０条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、

 発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該

当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 

第８０条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、

 指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該

当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。 
２ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に

必要な機械器具等を備えなければならない。 
２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に

必要な機械器具等を備えなければならない。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第８１条の３ ［略］ 第８１条の３ ［略］ 
２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、

 作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育

士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担

当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学

を除く。）若しくは大学院において、心理学を専

修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程

を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理

療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能

力を有すると認められる者をいう。）として配置

された日以後、障害児について、入浴、排せつ、

食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、

 作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育

士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指

導担当職員（学校教育法の規定による大学（短期

大学を除く。）若しくは大学院において、心理学

を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する

課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団

心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上

の能力を有すると認められる者をいう。）として

配置された日以後、障害児について、入浴、排せ

つ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の



 

を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又

は日常生活における基本的な動作及び知識技能の

習得、生活能力の向上のために必要な支援その他 
の支援（以下この項において単に「支援」という。

 ）を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対

して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練

若しくは職業教育に係る業務に３年以上従事した

者でなければならない。 

介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業

務又は日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓

練その他の支援（以下「訓練等」という。）を行

い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓

練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は

職業教育に係る業務に３年以上従事した者でなけ

ればならない。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （準用）  （準用） 
第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第６項及び第７項を除

く。）、第２７条の２、第２８条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３

９条、第３９条の２、第４１条の２、第４１条の

３第１項、第４２条から第４６条まで、第４８条

から第５１条まで、第５２条第１項及び第５３条

から第５５条までの規定は、指定居宅訪問型児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第８１条の８」と、第１７条中「いう。第３８

条第６号及び第５２条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第２３条第２項中「次条

」とあるのは「第８１条の７」と、第２６条第２

項中「第２４条第２項」とあるのは「第８１条の

７第２項」と、第２７条第１項、第２８条及び第

５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第２

８条第４項中「第２７条第４項に規定する領域と

の関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた

」とあるのは「第２７条第４項に規定する領域と

の関連性を踏まえた」と、第４９条第１項中「行

わなければならない」とあるのは「行うよう努め

なければならない」と読み替えるものとする。 

第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除

く。）、第２８条から第３１条まで、第３３条、

第３５条から第３７条まで、第３９条、第３９条

の２、第４１条の２、第４１条の３第１項、第４

２条から第４６条まで、第４８条、第５０条、第

５１条、第５２条第１項、第５３条から第５５条

まで及び第７０条の２の規定は、指定居宅訪問型

児童発達支援の事業について準用する。この場合

において、第１３条第１項中「第３８条」とある

のは「第８１条の８」と、第１７条中「いう。第

３８条第６号及び第５２条第２項において同じ。

」とあるのは「いう。」と、第２３条第２項中「

次条」とあるのは「第８１条の７」と、第２６条

第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第８１

条の７第２項」と、第２７条第１項、第２８条及

び第５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」

とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読

み替えるものとする。 

  
 （準用）  （準用） 
第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項を除く。）、第２７

条の３から第３１条まで、第３３条、第３５条か

ら第３７条まで、第３９条、第３９条の２、第４

１条の２、第４１条の３第１項、第４２条、第４

４条から第４６条まで、第４８条から第５１条ま

で、第５２条第１項、第５３条から第５５条まで 
及び第８１条の６から第８１条の８までの規定は、

 指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第８９条において準用する第８１

条の８」と、第１６条中「第５０条第１項」とあ

るのは「第８９条において準用する第５０条第１

第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除く。

）、第２８条から第３１条まで、第３３条、第３ 
５条から第３７条まで、第３９条、第３９条の２、

 第４１条の２、第４１条の３第１項、第４２条、 
第４４条から第４６条まで、第４８条、第５０条、

 第５１条、第５２条第１項、第５３条から第５５

条まで、第７０条の２及び第８１条の６から第８

１条の８までの規定は、指定保育所等訪問支援の

事業について準用する。この場合において、第１

３条第１項中「第３８条」とあるのは「第８９条

において準用する第８１条の８」と、第１６条中

「第５０条第１項」とあるのは「第８９条におい



 

項」と、第１７条中「いう。第３８条第６号及び

第５２条第２項において同じ。」とあるのは「い

う。」と、第２３条第２項中「次条」とあるのは

「第８９条において準用する第８１条の７」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは

「第８９条において準用する第８１条の７第２項

」と、第２７条第１項中「次条第１項に規定する

児童発達支援計画」とあるのは「第８９条におい

て読み替えて準用する次条第１項に規定する保育

所等訪問支援計画」と、同条第６項中「を受けて

」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当

該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当た

って訪問する施設（以下「訪問先施設」という。

）による評価（以下「訪問先施設評価」という。

）を受けて」と、同項第５号中「障害児及びその

保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並び

に当該訪問先施設」と、同条第７項中「自己評価

及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者

評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」

とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、

第２８条第１項中「第５５条第２項第２号におい

て「児童発達支援計画」という」とあるのは「第

８９条において準用する第５５条第２項第２号に

おいて「保育所等訪問支援計画」という」と、同

条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、同条第４項中「第２７条第４項に

規定する領域との関連性及びインクルージョンの

観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョン

の観点を踏まえた」と、同条第５項中「担当者等

」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問

先施設の担当者等」と、第２９条中「前条」とあ

るのは「第８９条において準用する前条」と、同

条第１号中「次条」とあるのは「第８９条におい

て準用する次条」と、第４４条第１項中「従業者

の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは

「従業者の勤務の体制」と、第４９条第１項中「

行わなければならない」とあるのは「行うよう努

めなければならない」と、第５５条第２項第１号

中「第２２条第１項」とあるのは「第８９条にお

いて準用する第２２条第１項」と、同項第２号中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、同項第３号中「第３６条」とある

のは「第８９条において準用する第３６条」と、

同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは「第

８９条において準用する第４５条第２項」と、同

項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第８

９条において準用する第５１条第２項」と、同項

第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第８９

条において準用する第５３条第２項」と読み替え

て準用する第５０条第１項」と、第１７条中「い

う。第３８条第６号及び第５２条第２項において

同じ。」とあるのは「いう。」と、第２３条第２

項中「次条」とあるのは「第８９条において準用

する第８１条の７」と、第２６条第２項中「第２

４条第２項」とあるのは「第８９条において準用

する第８１条の７第２項」と、第２７条第１項中

「次条第１項に規定する児童発達支援計画」とあ

るのは「第８９条において読み替えて準用する次

条第１項に規定する保育所等訪問支援計画」と、

第２８条第１項中「第５５条第２項第２号におい

て「児童発達支援計画」という」とあるのは「第

８９条において準用する第５５条第２項第２号に

おいて「保育所等訪問支援計画」という」と、同

条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「

第８９条において準用する前条」と、同条第１号

中「次条」とあるのは「第８９条において準用す

る次条」と、第４４条第１項中「従業者の勤務の

体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者

の勤務の体制」と、第５５条第２項第１号中「第

２２条第１項」とあるのは「第８９条において準

用する第２２条第１項」と、同項第２号中「児童

発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計

画」と、同項第３号中「第３６条」とあるのは「

第８９条において準用する第３６条」と、同項第

４号中「第４５条第２項」とあるのは「第８９条

において準用する第４５条第２項」と、同項第５

号中「第５１条第２項」とあるのは「第８９条に

おいて準用する第５１条第２項」と、同項第６号

中「第５３条第２項」とあるのは「第８９条にお

いて準用する第５３条第２項」と読み替えるもの

とする。 



 

るものとする。 
  
 （従業者の員数に関する特例）  （従業者の員数に関する特例） 
第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項から第３項まで

及び第５項、第７条（第４項及び第５項を除く。

）、第７３条第１項から第３項まで及び第５項、

第８１条の３第１項並びに第８３条第１項の規定

の適用については、第６条第１項中「事業所（以

下「指定児童発達支援事業所」という。）」とあ

るのは「多機能型事業所」と、同項第１号中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「

指定通所支援の」と、同条第２項中「指定児童発 
 達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

 同条第３項及び第５項中「指定児童発達支援」と

あるのは「指定通所支援」と、第７条第１項中「

指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型

事業所」と、同項第２号ア中「指定児童発達支援

」とあるのは「指定通所支援」と、同条第２項及

び第３項中「指定児童発達支援事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と、同条第６項中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同

条第７項中「指定児童発達支援事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の

」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第八項

中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「

当該多機能型事業所」と、第７３条第１項中「事

業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」

という。）」とあるのは「多機能型事業所」と、

同項第１号中「指定放課後等デイサービス事業所

」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課

後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援

の」と、同条第２項中「指定放課後等デイサービ

ス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同

条第３項及び第５項中「指定放課後等デイサービ

ス」とあるのは「指定通所支援」と、第８１条の

３第１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童

発達支援事業所」という。）」とあるのは「多機

能型事業所」と、第８３条第１項中「事業所（以

下「指定保育所等訪問支援事業所」という。）」

とあるのは「多機能型事業所」とする。 

第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項から第３項まで

及び第５項、第７条（第３項及び第６項を除く。

）、第６３条、第７３条第１項から第３項まで及

び第５項、第８１条の３第１項並びに第８３条第

１項の規定の適用については、第６条第１項中「 
事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。

 ）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１

号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあ

るのは「指定通所支援の」と、同条第２項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、同条第３項及び第５項中「指定児童発

達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第７条

第１項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と、同項第２号ア中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同

条第２項及び第４項中「指定児童発達支援事業所

」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号

中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と、同条第５項中「指定児童発達支援事業所

」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第７項

中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と、同条第８項中「指定児童発達支援事業所

」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童

発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、

第６３条第１項中「事業所（以下「指定医療型児

童発達支援事業所」という。）」とあり、並びに

同項第３号並びに同条第２項及び第３項中「指定

医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能

型事業所」と、第７３条第１項中「事業所（以下

「指定放課後等デイサービス事業所」という。）

」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１号

中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサ

ービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同

条第２項中「指定放課後等デイサービス事業所」

とあるのは「多機能型事業所」と、同条第３項及

び第５項中「指定放課後等デイサービス」とある

のは「指定通所支援」と、第８１条の３第１項中

「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事

業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所

」と、第８３条第１項中「事業所（以下「指定保

育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」とする。 
２ ［略］ ２ ［略］ 



 

  
（利用定員に関する特例） （利用定員に関する特例） 

第９２条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）は、第１

２条及び第７６条の規定にかかわらず、その利用

定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通

所支援の事業を通じて１０人以上とすることがで

きる。 

第９２条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）は、第１ 
 ２条、第６６条及び第７６条の規定にかかわらず、

 その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全て

の指定通所支援の事業を通じて１０人以上とする

ことができる。 
２ 利用定員の合計が２０人以上である多機能型事

業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能

型事業所を除く。）は、第１２条及び第７６条の

規定にかかわらず、指定児童発達支援又は指定放

課後等デイサービスの利用定員を５人以上（指定

児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービ

スの事業を併せて行う場合にあっては、これらの

事業を通じて５人以上）とすることができる。 

２ 利用定員の合計が２０人以上である多機能型事

業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能

型事業所を除く。）は、第１２条、第６６条及び 
 第７６条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、

 指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサ

ービスの利用定員を５人以上（指定児童発達支援

の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定

放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合に

あっては、これらの事業を通じて５人以上）とす

ることができる。 
３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる多機能型事業所は、第１２条及

び第７６条の規定にかかわらず、その利用定員を

５人以上とすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる多機能型事業所は、第１２条、

第６６条及び第７６条の規定にかかわらず、その

利用定員を５人以上とすることができる。 
４ 第２項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、

 主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又

は体幹の機能の障害が重複している障害者につき 
 行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、

 第１２条及び第７６条の規定にかかわらず、その

利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事

業を通じて５人以上とすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、

 主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又

は体幹の機能の障害が重複している障害者につき 
 行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、

 第１２条、第６６条及び第７６条の規定にかかわ

らず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行

う全ての事業を通じて５人以上とすることができ

る。 
  
 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 
第９３条 指定障害児通所支援事業者及びその従業

者は、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面（書面、書類、 
 文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

 図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されてい

る又は想定されるもの（第１４条第１項（第５５

条の５、第５９条、第７８条、第７８条の２、第

８１条、第８１条の９及び第８９条において準用

する場合を含む。）、第１８条（第５５条の５、

第５９条、第７８条、第７８条の２、第８１条、

第８１条の９及び第８９条において準用する場合

を含む。）及び次項に規定するものを除く。）に

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に 

第９３条 指定障害児通所支援事業者等及びその従

業者は、作成、保存その他これらに類するものの 
 うち、この条例の規定において書面（書面、書類、

 文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

 図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されてい

る又は想定されるもの（第１４条第１項（第５５

条の５、第５９条、第７１条、第７８条、第７８

条の２、第８１条、第８１条の９及び第８９条に

おいて準用する場合を含む。）、第１８条（第５

５条の５、第５９条、第７１条、第７８条、第７

８条の２、第８１条、第８１条の９及び第８９条

において準用する場合を含む。）及び次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機



 

 供されるものをいう。）により行うことができる。 による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 
２ 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は交

付、説明、同意その他これらに類するもの（以下

「交付等」という。）のうち、この条例の規定に

おいて書面で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、当該交付等の相手方の承

諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所

給付決定保護者である場合には当該障害児又は当

該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性

に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法をいう。

）によることができる。 

２ 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、

 交付、説明、同意その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、この条例の規定

において書面で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通

所給付決定保護者である場合には当該障害児又は

当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特

性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、

電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の 
 知覚によって認識することができない方法をいう。

 ）によることができる。 
  

（さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第８条 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （定義） （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 
 ⑸ 指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係

る法第２４条の２第２項第１号（法第２４条の

２４第３項の規定により、同条第１項に規定す

る障害児入所給付費等の支給について適用する

場合を含む。）に掲げる額をいう。 

 ⑸ 指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係

る法第２４条の２第２項第１号（法第２４条の

２４第２項の規定により、同条第１項に規定す

る障害児入所給付費等の支給について適用する

場合を含む。）に掲げる額をいう。 
 ⑹ 入所利用者負担額 法第２４条の２第２項第

２号（法第２４条の２４第３項の規定により、

同条第１項に規定する障害児入所給付費等の支

給について適用する場合を含む。）に掲げる額

及び障害児入所医療（法第２４条の２０第１項

に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。

）につき健康保険の療養に要する費用の額の算

 ⑹ 入所利用者負担額 法第２４条の２第２項第

２号（法第２４条の２４第２項の規定により、

同条第１項に規定する障害児入所給付費等の支

給について適用する場合を含む。）に掲げる額

及び障害児入所医療（法第２４条の２０第１項

に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。

）につき健康保険の療養に要する費用の額の算



 

定方法の例により算定した費用の額から当該障

害児入所医療につき支給された障害児入所医療

費の額を控除して得た額の合計額をいう。 

定方法の例により算定した費用の額から当該障

害児入所医療につき支給された障害児入所医療

費の額を控除して得た額の合計額をいう。 
 ⑺～⑽ ［略］  ⑺～⑽ ［略］ 
 ⑾ 法定代理受領 法第２４条の３第８項（法第

２４条の７第２項において準用する場合及び法

第２４条の２４第３項の規定により同条第１項

に規定する障害児入所給付費等の支給について

適用する場合を含む。）の規定により入所給付

決定保護者に代わり都道府県（地方自治法（昭

和２３年法律第６７号）第２５２条の１９第１

項の指定都市（第４８条第３項において「指定

都市」という。）及び法第５９条の４第１項の

児童相談所設置市（第４８条第３項において「

児童相談所設置市」という。）を含む。以下同

じ。）が支払う指定入所支援に要した費用の額

又は法第２４条の２０第３項（法第２４条の２

４第３項の規定により、同条第１項に規定する

障害児入所給付費等の支給について適用する場

合を含む。）の規定により入所給付決定保護者

に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要し

た費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受

けることをいう。 

 ⑾ 法定代理受領 法第２４条の３第８項（法第

２４条の７第２項において準用する場合及び法

第２４条の２４第２項の規定により同条第１項

に規定する障害児入所給付費等の支給について

適用する場合を含む。）の規定により入所給付

決定保護者に代わり都道府県（地方自治法（昭

和２３年法律第６７号）第２５２条の１９第１

項の指定都市（第４８条第３項において「指定

都市」という。）及び法第５９条の４第１項の

児童相談所設置市（第４８条第３項において「

児童相談所設置市」という。）を含む。以下同

じ。）が支払う指定入所支援に要した費用の額

又は法第２４条の２０第３項（法第２４条の２

４第２項の規定により、同条第１項に規定する

障害児入所給付費等の支給について適用する場

合を含む。）の規定により入所給付決定保護者

に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要し

た費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受

けることをいう。 
  
 （指定障害児入所施設等の一般原則）  （指定障害児入所施設等の一般原則） 
第３条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保

護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特

性その他の事情を踏まえた計画（以下「入所支援

計画」という。）及び障害児（１５歳以上の障害

児に限る。）が障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）

第５条第１項に規定する障害福祉サービス（以下

「障害福祉サービス」という。）その他のサービ

スを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、自立した日常生活又は社

会生活への移行について支援する上で必要な事項

を定めた計画（以下「移行支援計画」という。）

を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所

支援を提供するとともに、その効果について継続

的な評価を実施することその他の措置を講じるこ

とにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入

所支援を提供しなければならない。 

第３条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保

護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特

性その他の事情を踏まえた計画（以下「入所支援

計画」という。）を作成し、これに基づき障害児

に対して指定入所支援を提供するとともに、その

効果について継続的な評価を実施することその他

の措置を講じることにより障害児に対して適切か

つ効果的に指定入所支援を提供しなければならな

い。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結

び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村

（特別区を含む。以下同じ。）、障害福祉サービ

スを行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

３ 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結

び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村

（特別区を含む。）、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス 



 

 （第４７条において「障害福祉サービス」という。

 ）を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 
４ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第５条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

４０人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設にあっては第４号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設に 
あっては第５号の調理員を置かないことができる。

第５条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

４０人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設にあっては第４号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設に 
あっては第５号の調理員を置かないことができる。

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看

護師をいう。） ア又はイに掲げる指定福祉型

障害児入所施設の区分に応じ、それぞれア又は

イに定める数 

 ⑵ 看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看

護師をいう。） ア又はイに掲げる指定福祉型

障害児入所施設の区分に応じ、それぞれア又は

イに定める数 
  ア ［略］   ア ［略］ 
  イ 主として肢体不自由（法第６条の２の２第 

２項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。

）のある児童を入所させる指定福祉型障害児 
入所施設 １以上 

  イ 主として肢体不自由（法第６条の２の２第 
３項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。

）のある児童を入所させる指定福祉型障害児

入所施設 １以上 
 ⑶～⑹ ［略］  ⑶～⑹ ［略］ 
２ 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉

症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であ

る場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設に

おいて、心理支援を行う必要があると認められる

障害児５人以上に心理支援を行う場合には心理担

当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を

置かなければならない。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉

症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であ

る場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設に

おいて、心理指導を行う必要があると認められる

障害児５人以上に心理指導を行う場合には心理指

導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導

員を置かなければならない。 
３ 前項に規定する心理担当職員は、学校教育法の

規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大

学院において、心理学を専修する学科、研究科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者で

あって、個人及び集団心理療法の技術を有するも

の又はこれと同等以上の能力を有すると認められ

る者でなければならない。 

３ 前項に規定する心理指導担当職員は、学校教育

法の規定による大学（短期大学を除く。）若しく

は大学院において、心理学を専修する学科、研究

科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した

者であって、個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有すると認め

られる者でなければならない。 
４ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （設備）  （設備） 
第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 
２ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、

 前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害

児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備

を設けなければならない。 

２ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、

 前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害

児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備

を設けなければならない。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児

入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必要な

 ⑵ 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児

入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な



 

設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の

手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助け

る設備 

設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の

手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助け

る設備 
 ⑶ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必

要な設備及び映像に関する設備 

 ⑶ 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必

要な設備及び映像に関する設備 
 ⑷ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

指定福祉型障害児入所施設 支援室、屋外遊戯

場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の

不自由を助ける設備 

 ⑷ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

指定福祉型障害児入所施設 訓練室、屋外訓練

場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の

不自由を助ける設備 
３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 
  
 （指定入所支援の取扱方針）  （指定入所支援の取扱方針） 
第２１条 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援

計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の

状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとと

もに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なも

のとならないよう配慮しなければならない。 

第２１条 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援

計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、

その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支

援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう

配慮しなければならない。 
２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる

限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受

けることができるよう努めなければならない。 

 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立し 
 た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

 障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限

り尊重するための配慮をしなければならない。 

 

４ ［略］ ２ ［略］ 
５ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （入所支援計画の作成等）  （入所支援計画の作成等） 
第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 
２ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、適切な方法により、障害児につ

いて、その有する能力、その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付

決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題

等の把握（以下「アセスメント」という。）を行

うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じ

て、その意見が尊重され、その最善の利益が優先

して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよ

う障害児の発達を支援する上での適切な支援内容

の検討をしなければならない。 

２ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、適切な方法により、障害児につ

いて、その有する能力、その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付

決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題

等の把握（以下この条において「アセスメント」

という。）を行い、障害児の発達を支援する上で

の適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その

最善の利益が優先して考慮される体制を確保した

上で、障害児に対する指定入所支援の提供に当た

る担当者等を招集して行う会議（テレビ電話装置

その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等

」という。）を活用して行うことができるものと

５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議（テレ

ビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ

電話装置等」という。）を活用して行うことがで

きるものとする。）を開催し、入所支援計画の原

案について意見を求めるものとする。 



 

する。）を開催し、入所支援計画の原案について

意見を求めるものとする。 
６～１０ ［略］ ６～１０ ［略］ 
  
 （移行支援計画の作成等）  
第２２条の２ 指定福祉型障害児入所施設の管理者

は、児童発達支援管理責任者に移行支援計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。 

 

２ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作

成に当たっては、適切な方法により、障害児につ

いて、アセスメントを行い、障害児が障害福祉サ

ービスその他のサービスを利用しつつ自立した日

常生活又は社会生活を営み、自立した日常生活又

は社会生活への移行を支援する上での必要な支援

内容の検討をしなければならない。 

 

３ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び

支援内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉

サービスその他のサービスを利用しつつ自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

自立した日常生活又は社会生活への移行について

支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上

での留意事項その他必要な事項を記載した移行支

援計画の原案を作成しなければならない。 

 

４ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作

成後、移行支援計画の実施状況の把握（障害児に

ついての継続的なアセスメントを含む。）を行う

とともに、障害児について解決すべき課題を把握

し、少なくとも６月に１回以上、移行支援計画の

見直しを行い、必要に応じて移行支援計画の変更

を行うものとする。 

 

５ 前条第３項及び第５項から第７項までの規定は、

 第２項に規定する移行支援計画の作成について準

用する。 

  

６ 前条第３項、第５項から第７項まで及び第９項

並びに第２項及び第３項の規定は、第４項に規定

する移行支援計画の変更について準用する。 

 

  
 （児童発達支援管理責任者の責務）  （児童発達支援管理責任者の責務） 
第２３条 児童発達支援管理責任者は、前２条に規

定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものと

する。 

第２３条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとす

る。 
２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当た

っては、障害児が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、障害児及び入所給付決

定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めな

ければならない。 

 

  
 （支援）  （指導、訓練等） 
第２６条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の 第２６条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の



 

心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援

を行わなければならない。 

心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生 
 活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、

 訓練等を行わなければならない。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に

応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営む

ことができるよう、より適切に支援を行わなけれ

ばならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に

応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営む

ことができるよう、より適切に指導、訓練等を行

わなければならない。 
４ 指定福祉型障害児入所施設は、常時１人以上の

従業者を支援に従事させなければならない。 
４ 指定福祉型障害児入所施設は、常時１人以上の

従業者を指導、訓練等に従事させなければならな

い。 
５ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、

 当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担によ

り、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外 
 の者による支援を受けさせてはならない。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、

 当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担によ

り、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外 
 の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

  
 （協力医療機関等）  （協力医療機関等） 
第４０条 ［略］ 第４０条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定す

る第２種協定指定医療機関（次項において単に「

第２種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフル

エンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染

症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決め

るように努めなければならない。 

 

４ 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が

第２種協定指定医療機関である場合においては、

当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応について協議を行わなければ

ならない。 

 

  
 （利益供与等の禁止）  （利益供与等の禁止） 
第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相

談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第

５条第１９項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において「障

害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サ

ービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児

又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相

談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第

５条第１８項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において「障

害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サ

ービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児

又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所

施設を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （記録の整備）  （記録の整備） 
第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］ 



 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、当該指定入所支援を提供した日から５年間

保存しなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する

指定入所支援の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、当該指定入所支援を提供した日から５年間

保存しなければならない。 
 ⑴ 入所支援計画及び移行支援計画  ⑴ 入所支援計画 
 ⑵～⑹ ［略］  ⑵～⑹ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第５３条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 
第５３条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 心理支援を担当する職員 １以上（主として

重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重

症心身障害児をいう。次号において同じ。）を

入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。

） 

 ⑶ 心理指導を担当する職員 １以上（主として

重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重

症心身障害児をいう。次号において同じ。）を

入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。

） 
 ⑷・⑸  ⑷・⑸ 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
  
 （設備）  （設備） 
第５４条 指定医療型障害児入所施設の設備は、次

のとおりとする。 
第５４条 指定医療型障害児入所施設の設備は、次

のとおりとする。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 支援室及び浴室を有すること。  ⑵ 訓練室及び浴室を有すること。 
２ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設に

あっては、前項各号に掲げる設備のほか、当該指

定医療型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号

に定める設備を設けなければならない。ただし、

第２号の義肢装具を製作する設備にあっては、他

に適当な設備がある場合は、これを置かないこと

ができる。 

２ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設に

あっては、前項各号に掲げる設備のほか、当該指

定医療型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号

に定める設備を設けなければならない。ただし、

第２号の義肢装具を製作する設備にあっては、他

に適当な設備がある場合は、これを置かないこと

ができる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

指定医療型障害児入所施設 屋外遊戯場、ギプ

ス室、特殊手工芸等の作業を支援するのに必要

な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及

び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける

設備 

 ⑵ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

指定医療型障害児入所施設 屋外訓練場、ギプ

ス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要

な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及

び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける

設備 
３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 
  

（さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第９条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

目次 目次 
 第１章～第９章 ［略］  第１章～第９章 ［略］ 
 第１０章 児童発達支援センター（第７９条―第

８４条） 
 第１０章 福祉型児童発達支援センター（第７９

条―第８４条） 
 第１１章 削除  第１１章 医療型児童発達支援センター（第８５

条―第８８条） 
第１２章～第１４章 ［略］ 第１２章～第１４章 ［略］ 

 第１５章 里親支援センター（第１１１条―第１

１６条） 
 

第１６章 雑則（第１１７条・第１１８条） 第１５章 雑則（第１１１条・第１１２条） 
 附則  附則 
  
 （最低基準の目的）  （最低基準の目的） 
第２条 最低基準は、市長の監督に属する児童福祉

施設の入所者が、明るく衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指

導又は支援により、心身ともに健やかに、社会に

適応するように育成されることを保障するものと

する。 

第２条 最低基準は、市長の監督に属する児童福祉

施設の入所者が、明るく衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指

導により、心身ともに健やかに、社会に適応する

ように育成されることを保障するものとする。 

  
 （安全計画の策定等）  （安全計画の策定等） 
第６条の３ 児童福祉施設（助産施設、児童遊園、

児童家庭支援センター及び里親支援センターを除

く。以下この条及び次条において同じ。）は、児

童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の

設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外で

の活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活そ

の他の日常生活における安全に関する指導、職員

の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全

に関する事項についての計画（以下この条におい

て「安全計画」という。）を策定し、当該安全計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

第６条の３ 児童福祉施設（助産施設、児童遊園及

び児童家庭支援センターを除く。以下この条及び

次条において同じ。）は、児童の安全の確保を図

るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職

員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含

めた児童福祉施設での生活その他の日常生活にお

ける安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他児童福祉施設における安全に関する事項につい

ての計画（以下この条において「安全計画」とい

う。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
  
 （入所者及び職員の健康診断）  （入所者及び職員の健康診断） 
第１５条 児童福祉施設（児童厚生施設、児童家庭

支援センター及び里親支援センターを除く。第４

項を除き、以下この条において同じ。）の長は、

入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも１

年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）に規

第１５条 児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家

庭支援センターを除く。第４項を除き、以下この

条において同じ。）の長は、入所者に対し、入所

時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健康

診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭

和３３年法律第５６号）に規定する健康診断に準



 

定する健康診断に準じて行わなければならない。 じて行わなければならない。 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
  
 （自立支援計画の策定）  （自立支援計画の策定） 
第３２条 乳児院の長は、第３０条第１項に規定す

る目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児に

ついて、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の

事情に応じ意見聴取その他の措置をとることによ

り、乳幼児の意見又は意向、当該乳幼児やその家

庭の状況等を勘案して、その自立を支援するため

の計画を策定しなければならない。 

第３２条 乳児院の長は、第３０条第１項に規定す

る目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児に

ついて、当該乳幼児やその家庭の状況等を勘案し

て、その自立を支援するための計画を策定しなけ

ればならない。 

  
 （関係機関との連携）  （関係機関との連携） 
第３４条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応

じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児

童委員、保健所、保健センター等関係機関と密接

に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当

たらなければならない。 

第３４条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応

じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、保

健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の

養育及び家庭環境の調整に当たらなければならな

い。 
  
 （自立支援計画の策定）  （自立支援計画の策定） 
第４０条 母子生活支援施設の長は、前条に規定す

る目的を達成するため、入所中の個々の母子につ

いて、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情

に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、

母子それぞれの意見又は意向、当該母子やその家

庭の状況等を勘案して、その自立を支援するため

の計画を策定しなければならない。 

第４０条 母子生活支援施設の長は、前条に規定す

る目的を達成するため、入所中の個々の母子につ

いて、当該母子やその家庭の状況等を勘案して、

その自立を支援するための計画を策定しなければ

ならない。 

  
 （関係機関との連携）  （関係機関との連携） 
第４３条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、

母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児

童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定

所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親

支援センター、女性相談支援センター等関係機関

と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当

たらなければならない。 

第４３条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、

母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児

童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定

所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人

相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護

及び生活支援に当たらなければならない。 

  
 （自立支援計画の策定）  （自立支援計画の策定） 
第６１条 児童養護施設の長は、第５９条に規定す

る目的を達成するため、入所中の個々の児童につ

いて、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情

に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、

児童の意見又は意向、当該児童やその家庭の状況

等を勘案して、その自立を支援するための計画を

策定しなければならない。 

第６１条 児童養護施設の長は、第５９条に規定す

る目的を達成するため、入所中の個々の児童につ

いて、当該児童やその家庭の状況等を勘案して、

その自立を支援するための計画を策定しなければ

ならない。 

  
 （関係機関との連携）  （関係機関との連携） 
第６４条 児童養護施設の長は、児童の通学する学

校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援

第６４条 児童養護施設の長は、児童の通学する学

校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援



 

センター、里親支援センター、児童委員、公共職

業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導

及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 

センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関

と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整

に当たらなければならない。 
  
 （設備の基準）  （設備の基準） 
第６５条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、

次のとおりとする。 
第６５条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、

次のとおりとする。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所

施設には、次の設備を設けること。 
 ⑶ 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所

施設には、次の設備を設けること。 
  ア 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及

び音楽に関する設備 
  ア 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及

び音楽に関する設備 
  イ ［略］   イ ［略］ 
 ⑷ 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児

入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必

要な設備及び映像に関する設備を設けること。 

 ⑷ 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児

入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必

要な設備及び映像に関する設備を設けること。 
 ⑸ 主として肢体不自由（法第６条の２の２第２

項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。）

のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設

には、次の設備を設けること。 

 ⑸ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

福祉型障害児入所施設には、次の設備を設ける

こと。 

  ア 支援室及び屋外遊戯場   ア 訓練室及び屋外訓練場 
  イ ［略］   イ ［略］ 
 ⑹～⑼ ［略］  ⑹～⑼ ［略］ 
  
 （職員）  （職員） 
第６６条 ［略］ 第６６条 ［略］ 
２～１３ ［略］ ２～１３ ［略］ 
１４ 心理支援を行う必要があると認められる児童

５人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員

を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かな

ければならない。 

１４ 心理指導を行う必要があると認められる児童

５人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当

職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置

かなければならない。 
１５ 前項の心理担当職員の資格については、第２

７条第４項の規定を準用する。 
１５ 前項の心理指導担当職員の資格については、

第２７条第４項の規定を準用する。 
  
 （設備の基準）  （設備の基準） 
第７４条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、

次のとおりとする。 
第７４条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、

次のとおりとする。 
 ⑴ 医療型障害児入所施設には、病院として必要

な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。 
 ⑴ 医療型障害児入所施設には、病院として必要

な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。 
 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 
 ⑶ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギプ

ス室、特殊手工芸等の作業を支援するに必要な

設備、義肢装具を製作する設備を設けること。

ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当

な設備がある場合は、これを設けることを要し

ないこと。 

 ⑶ 主として肢体不自由のある児童を入所させる

医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギプ

ス室、特殊手工芸等の作業を指導するに必要な

設備、義肢装具を製作する設備を設けること。

ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当

な設備がある場合は、これを設けることを要し

ないこと。 
 ⑷ ［略］  ⑷ ［略］ 



 

  
 （職員）  （職員） 
第７５条 ［略］ 第７５条 ［略］ 
２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 
６ 主として重症心身障害児（法第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）を入

所させる医療型障害児入所施設には、第３項に規

定する職員及び心理支援を担当する職員を置かな

ければならない。 

６ 主として重症心身障害児（法第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）を入

所させる医療型障害児入所施設には、第３項に規

定する職員及び心理指導担当職員を置かなければ

ならない。 
７ ［略］ ７ ［略］ 
  
   第１０章 児童発達支援センター    第１０章 福祉型児童発達支援センター 
  
 （設備の基準）  （設備の基準） 
第７９条 児童発達支援センターの設備の基準は、

発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場（児童発達支援

センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場

所を含む。）、医務室、相談室、調理室、便所、

静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及

び備品等を設けることとする。 

第７９条 福祉型児童発達支援センターの設備の基

準は、次のとおりとする。 

  ⑴ 福祉型児童発達支援センター（主として重症

心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援セン 
  ターを除く。以下この号において同じ。）には、

  指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（福祉型児童

発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代

わるべき場所を含む。）、医務室、相談室、調

理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な

設備及び備品を設けること。 
  ⑵ 福祉型児童発達支援センター（主として難聴

児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び

主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次号において同じ。

）の指導訓練室の１室の定員は、おおむね１０

人とし、その面積は、児童１人につき２．４７

平方メートル以上とすること。 
  ⑶ 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積

は、児童１人につき１．６５平方メートル以上

とすること。 
  ⑷ 主として知的障害のある児童を通わせる福祉

型児童発達支援センターには、静養室を設ける

こと。 
  ⑸ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支

援センターには、聴力検査室を設けること。 
  ⑹ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児 

  童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、

  便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及

び備品を設けること。 
２ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由の

ある児童に対して治療を行う場合には、前項に規

 



 

定する設備（医務室を除く。）の基準に加えて、

医療法に規定する診療所として必要な設備を設け

ることとする。 
３ 第１項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる

基準に適合するものでなければならない。 
 

 ⑴ 発達支援室の１室の定員は、これをおおむね

１０人とし、その面積は、児童１人につき２．

４７平方メートル以上とすること。 

 

 ⑵ 遊戯室の面積は、児童１人につき１．６５平

方メートル以上とすること。 
 

  
 （職員）  （職員） 
第８０条 児童発達支援センターには、嘱託医、児

童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達

支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要

な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日

常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員

をいう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生活

を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸 
 管理、喀痰

かくたん

吸引その他こども家庭庁長官が定める

医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受ける

ことが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場

合には看護職員を、それぞれ置かなければならな

い。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める職員を置かないことがで

きる。 

第８０条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及

び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次項において同じ。）

には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓

練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常

生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工 
 呼吸器による呼吸管理、喀痰

かくたん

吸引その他こども家

庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。）

を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医

療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置

かなければならない。ただし、次に掲げる施設及

び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を

置かないことができる。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 医療機関等との連携により、看護職員を児童

発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が

障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職

員 

 ⑶ 医療機関等との連携により、看護職員を福祉

型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護

職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

看護職員 
 ⑷ 当該児童発達支援センター（社会福祉士及び

介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４

８条の３第１項の登録に係る事業所である場合

に限る。）において、医療的ケアのうち喀痰吸

引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等

をいう。）のみを必要とする障害児に対し、当

該登録を受けた者が自らの事業又はその一環と

して喀痰吸引等業務（同法第４８条の３第１項

に規定する喀痰吸引等業務をいう。）を行う場

合 看護職員 

 ⑷ 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉

士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号

）第４８条の３第１項の登録に係る事業所であ

る場合に限る。）において、医療的ケアのうち

喀痰吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰

吸引等をいう。）のみを必要とする障害児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその

一環として喀痰吸引等業務（同法第４８条の３

第１項に規定する喀痰吸引等業務をいう。）を

行う場合 看護職員 
 ⑸ 当該児童発達支援センター（社会福祉士及び

介護福祉士法附則第２７条第１項の登録に係る

事業所である場合に限る。）において、医療的

ケアのうち特定行為（同法附則第１０条第１項

に規定する特定行為をいう。）のみを必要とす

 ⑸ 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉

士及び介護福祉士法附則第２７条第１項の登録

に係る事業所である場合に限る。）において、

医療的ケアのうち特定行為（同法附則第１０条

第１項に規定する特定行為をいう。）のみを必



 

る障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの

事業又はその一環として特定行為業務（同法附

則第２７条第１項に規定する特定行為業務をい

う。）を行う場合 看護職員 

要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が

自らの事業又はその一環として特定行為業務（

同法附則第２７条第１項に規定する特定行為業

務をいう。）を行う場合 看護職員 
２ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由の

ある児童に対して治療を行う場合には、前項に規

定する職員（嘱託医を除く。）に加えて、医療法

に規定する診療所として必要な職員を置かなけれ

ばならない。 

 

３ 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、

機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じて

おおむね児童の数を４で除して得た数以上とし、

そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなけ

ればならない。 

２ 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保

育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、

通じておおむね児童の数を４で除して得た数以上

とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士

でなければならない。 
４ 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は

小児科の診療に相当の経験を有する者でなければ

ならない。 

３ 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型

児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小

児科の診療に相当の経験を有する者でなければな

らない。 
 ４ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援

センターには、第１項に規定する職員及び言語聴

覚士を置かなければならない。ただし、第１項各

号に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各

号に定める職員を置かないことができる。 
 ５ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援

センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療

に相当の経験を有する者でなければならない。 
 ６ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援

センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機

能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じてお

おむね児童の数を４で除して得た数以上とする。

ただし、言語聴覚士の数は、４人以上でなければ

ならない。 
 ７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保

育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者

及び看護職員のほか、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置

かなければならない。ただし、児童４０人以下を

通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全

部を委託する施設にあっては調理員を置かないこ

とができる。 
 ８ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医

療法施行令第３条の２第１項第１号ハ及びニ⑵の

規定により神経と組み合わせた名称を診療科名と

する診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビ

リテーション科の診療に相当の経験を有する者で

なければならない。 
  ９ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターの児童指導員、保育士、看護職



 

員及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね 
 児童の数を４で除して得た数以上とする。ただし、

 機能訓練担当職員の数は、１人以上でなければな

らない。 
５ 第９条第２項の規定にかかわらず、保育所若し

くは家庭的保育事業所等（家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省

令第６１号）第１条第２項に規定する家庭的保育 
 事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。

 ）をいう。）に入所し、又は幼保連携型認定こど

も園に入園している児童と児童発達支援センター

に入所している障害児を交流させるときは、障害

児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援

に直接従事する職員については、これら児童への

保育に併せて従事させることができる。 

１０ 第９条第２項の規定にかかわらず、保育所若

しくは家庭的保育事業所等（家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６１号）第１条第２項に規定する家庭的保

育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除

く。）をいう。第８６条第２項において同じ。）

に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園し

ている児童と福祉型児童発達支援センターに入所

している障害児を交流させるときは、障害児の支

援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接

従事する職員については、これら児童への保育に

併せて従事させることができる。 
  
 （生活指導及び計画の作成）  （生活指導及び計画の作成） 
第８１条 児童発達支援センターにおける生活指導

及び児童発達支援センターの長の計画の作成につ

いては、第６７条第１項及び第６９条の規定を準

用する。 

第８１条 福祉型児童発達支援センターにおける生

活指導及び福祉型児童発達支援センターの長の計

画の作成については、第６７条第１項及び第６９

条の規定を準用する。 
  
 （保護者等との連絡）  （保護者等との連絡） 
第８２条 児童発達支援センターの長は、児童の保

護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、

必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は

児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指

導について、その協力を求めなければならない。 

第８２条 福祉型児童発達支援センターの長は、児

童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとと

もに、必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉

司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の

生活指導について、その協力を求めなければなら

ない。 
  
 （心理学的及び精神医学的診査）  （心理学的及び精神医学的診査） 
第８３条 児童発達支援センターにおいて障害児に

対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童

の福祉に有害な実験にわたってはならない。 

第８３条 主として知的障害のある児童を通わせる

福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及

び精神医学的診査については、第７２条の規定を

準用する。 
  
  （入所した児童に対する健康診断） 
第８４条 削除 第８４条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発

達支援センターにおいては、第１５条第１項に規

定する入所時の健康診断に当たり、特に難聴の原

因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能

な者については、できる限り治療しなければなら

ない。 
  
   第１１章 削除    第１１章 医療型児童発達支援センター 
  
  （設備の基準） 
第８５条から第８８条まで 削除 第８５条 医療型児童発達支援センターの設備の基



 

準は、次のとおりとする。 
  ⑴ 診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、

  屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。 
  ⑵ 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便

所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

を設けること。 
  
  （職員） 
 第８６条 医療型児童発達支援センターには、診療 

 所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、

 看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達

支援管理責任者を置かなければならない。 
 ２ 第９条第２項の規定にかかわらず、保育所若し

くは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携

型認定こども園に入園している児童と医療型児童

発達支援センターに入所している障害児を交流さ

せるときは、障害児の支援に支障がない場合に限 
 り、障害児の支援に直接従事する職員については、

 これら児童への保育に併せて従事させることがで

きる。 
  
  （入所した児童に対する健康診断） 
 第８７条 医療型児童発達支援センターにおいては、

 第１５条第１項に規定する入所時の健康診断に当

たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原

因及びその状況を精密に診断し、入所を継続する

か否かを考慮しなければならない。 
  
  （生活指導等） 
 第８８条 医療型児童発達支援センターにおける生

活指導並びに医療型児童発達支援センターの長の

保護者等との連絡及び計画の作成については、第

６７条第１項、第６９条及び第８２条の規定を準

用する。 
  
 （自立支援計画の策定）  （自立支援計画の策定） 
第９３条 児童心理治療施設の長は、前条第１項に

規定する目的を達成するため、入所中の個々の児

童について、年齢、発達の状況その他の当該児童

の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることに

より、児童の意見又は意向、当該児童やその家庭

の状況等を勘案して、その自立を支援するための

計画を策定しなければならない。 

第９３条 児童心理治療施設の長は、前条第１項に

規定する目的を達成するため、入所中の個々の児

童について、当該児童やその家庭の状況等を勘案

して、その自立を支援するための計画を策定しな

ければならない。 

  
 （関係機関との連携）  （関係機関との連携） 
第９６条 児童心理治療施設の長は、児童の通学す

る学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭

支援センター、里親支援センター、児童委員、保

健所、保健センター等関係機関と密接に連携して

第９６条 児童心理治療施設の長は、児童の通学す

る学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭

支援センター、児童委員、保健所、保健センター

等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭



 

児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければ

ならない。 
環境の調整に当たらなければならない。 

  
 （自立支援計画の策定）  （自立支援計画の策定） 
第１０３条 児童自立支援施設の長は、前条第１項

に規定する目的を達成するため、入所中の個々の

児童について、年齢、発達の状況その他の当該児

童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとること

により、児童の意見又は意向、当該児童やその家

庭の状況等を勘案して、その自立を支援するため

の計画を策定しなければならない。 

第１０３条 児童自立支援施設の長は、前条第１項

に規定する目的を達成するため、入所中の個々の

児童について、当該児童やその家庭の状況等を勘

案して、その自立を支援するための計画を策定し

なければならない。 

  
 （関係機関との連携）  （関係機関との連携） 
第１０６条 児童自立支援施設の長は、児童の通学

する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家

庭支援センター、里親支援センター、児童委員、

公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童

の指導及び家庭環境の調整に当たらなければなら

ない。 

第１０６条 児童自立支援施設の長は、児童の通学

する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家

庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関

係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境

の調整に当たらなければならない。 

  
 （支援を行うに当たって遵守すべき事項）  （支援を行うに当たって遵守すべき事項） 
第１１０条 ［略］ 第１１０条 ［略］ 
２ 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、 
 福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、

 母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公

共職業安定所、女性相談支援員、保健所、保健セ

ンター、精神保健福祉センター、学校等との連絡

調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速か

つ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わ

なければならない。 

２ 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、 
 福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、

 母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公

共職業安定所、婦人相談員、保健所、保健センタ

ー、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整

を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的

確に行うことができるよう円滑にこれを行わなけ

ればならない。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  
   第１５章 里親支援センター  
  
 （設備の基準）  
第１１１条 里親支援センターには事務室、相談室

等の里親及び里親に養育される児童並びに里親に

なろうとする者（次条第３項第３号において「里

親等」という。）が訪問できる設備その他事業を

実施するために必要な設備を設けなければならな

い。 

 

  
 （職員）  
第１１２条 里親支援センターには、里親制度等普

及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当

者を置かなければならない。 

 

２ 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。 
 



 

 ⑴ 法第１３条第３項各号のいずれかに該当する

者 
 

 ⑵ 里親として５年以上の委託児童（法第２７条

第１項第３号の規定により里親に委託された児

童をいう。以下この条及び次条第２号において

同じ。）の養育の経験を有する者又は小規模住

居型児童養育事業の養育者等（児童福祉法施行

規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第１条の

１０に規定する養育者等をいう。以下この条及 
  び次条において同じ。）若しくは児童養護施設、

  乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支

援施設の職員として、児童の養育に５年以上従

事した者であって、里親制度その他の児童の養

育に必要な制度への理解及びソーシャルワーク

の視点を有する者 

 

 ⑶ 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の

普及促進及び新たに里親になることを希望する

者の開拓に関して、市長が前２号に該当する者

と同等以上の能力を有すると認める者 

 

３ 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当す

る者でなければならない。 
 

 ⑴ 法第１３条第３項各号のいずれかに該当する

者 
 

 ⑵ 里親として５年以上の委託児童の養育の経験

を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養

育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心

理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員と

して、児童の養育に５年以上従事した者であっ

て、里親制度その他の児童の養育に必要な制度

への理解及びソーシャルワークの視点を有する

者 

 

 ⑶ 里親等への支援の実施に関して、市長が前２

号に該当する者と同等以上の能力を有すると認

める者 

 

４ 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 
 

 ⑴ 法第１３条第３項各号のいずれかに該当する

者 
 

 ⑵ 里親として５年以上の委託児童の養育の経験

を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養

育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心

理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員と

して、児童の養育に５年以上従事した者であっ

て、里親制度その他の児童の養育に必要な制度

への理解及びソーシャルワークの視点を有する

者 

 

 ⑶ 里親及び里親になろうとする者への研修の実

施に関して、市長が前２号に該当する者と同等

以上の能力を有すると認める者 

 



 

  
 （里親支援センターの長の資格等）  
第１１３条 里親支援センターの長は、次の各号の

いずれかに該当し、かつ、法第１１条第４項に規

定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する

者であって、里親支援センターを適切に運営する

能力を有するものでなければならない。 

 

 ⑴ 法第１３条第３項各号のいずれかに該当する

者 
 

 ⑵ 里親として５年以上の委託児童の養育の経験

を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養

育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心

理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員と

して、児童の養育に５年以上従事した者であっ

て、里親制度その他の児童の養育に必要な制度

への理解及びソーシャルワークの視点を有する

者 

 

 ⑶ 市長が前２号に該当する者と同等以上の能力

を有すると認める者 
 

  
 （里親支援）  
第１１４条 里親支援センターにおける支援は、里

親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促

進、新たに里親になることを希望する者の開拓、

里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及

び里親になろうとする者への研修の実施、法第２ 
 ７条第１項第３号の規定による児童の委託の推進、

 里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、

里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者

に養育される児童及び里親になろうとする者への

支援その他の必要な支援を包括的に行うことによ

り、里親に養育される児童が心身ともに健やかに

育成されるよう、その最善の利益を実現すること

を目的として行わなければならない。 

 

  
 （業務の質の評価等）  
第１１５条 里親支援センターは、自らその行う法

第４４条の３第１項に規定する業務の質の評価を

行うとともに、定期的に外部の者による評価を受

けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図

らなければならない。 

 

  
 （関係機関との連携）  
第１１６条 里親支援センターの長は、都道府県、

市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の

通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児

童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への

支援に当たらなければならない。 

 

  



 

   第１６章 雑則    第１５章 雑則 
  
第１１７条 ［略］ 第１１１条 ［略］ 
  
第１１８条 ［略］ 第１１２条 ［略］ 
  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第５条の規定

並びに第７条中第５０条第１項及び第８条中第４７条第１項の改正は、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和

４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日までの

間、第１条の規定による改正後のさいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、 

設備及び運営の基準等に関する条例（以下「改正後の指定障害福祉サービス条例」

という。）第１９８条の７（改正後の指定障害福祉サービス条例第２０１条の２２

において準用する場合を含む。以下同じ。）及び第２０１条の１０の規定の適用に

ついては、改正後の指定障害福祉サービス条例第１９８条の７第２項及び第３項並

びに第２０１条の１０第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよ

う努めなければ」と、改正後の指定障害福祉サービス条例第１９８条の７第４項及

び第２０１条の１０第４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めな

ければ」とする。 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間、第３条の規定による改正後のさいたま

市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（次項において

「改正後の指定障害者支援施設条例」という。）第２８条の２の規定の適用につい

ては、同条第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなけ

れば」と、同条第４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなけれ

ば」とする。 

４ 施行日から令和８年３月３１日までの間、改正後の指定障害者支援施設条例第２

８条の３の規定の適用については、同条第１項中「選任しなければ」とあるのは「



 

選任するよう努めなければ」と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報

告するよう努めなければ」とする。 

５ 施行日から令和７年３月３１日までの間、第６条の規定による改正後のさいたま

市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（次項において「改正後の障

害者支援施設条例」という。）第２０条の２の規定の適用については、同条第２項

及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条第

４項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

６ 施行日から令和８年３月３１日までの間、改正後の障害者支援施設条例第２０条

の３の規定の適用については、同条第１項中「選任しなければ」とあるのは「選任

するよう努めなければ」と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告す

るよう努めなければ」とする。 

７ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。以下「一部改正法

」という。）附則第４条第１項の規定により一部改正法第２条の規定による改正後

の児童福祉法（以下「改正後の児童福祉法」という。）第２１条の５の３第１項の

指定を受けたものとみなされているものについては、第７条の規定による改正後の

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以

下「新指定通所支援条例」という。）第７条の規定にかかわらず、令和９年３月３

１日までの間、なお従前の例によることができる。 

８ 一部改正法附則第４条第１項の規定により改正後の児童福祉法第２１条の５の３

第１項の指定を受けたものとみなされているものについては、新指定通所支援条例

第１１条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

９ この条例の施行の際現に指定を受けている第７条の規定による改正前のさいたま

市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「旧指

定通所支援条例」という。）第７条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指

定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障害児を通わせ

る指定児童発達支援事業所については、新指定通所支援条例第７条及び第１２条の

規定にかかわらず、令和９年３月３１日までの間、なお従前の例によることができ

る。 

１０ この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援条例第７条第４項に



 

規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定

する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指

定通所支援条例第１１条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によること

ができる。 

１１ 新指定通所支援条例第２７条の２（新指定通所支援条例第５５条の５、第５９

条、第７８条、第７８条の２、第８１条及び第８１条の９において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、令和７年３月３１日までの間、第２７条の２中

「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。 

１２ 一部改正法附則第１１条の規定により改正後の児童福祉法第４３条に規定する

児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、第９

条の規定による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例（以下「新児童福祉施設条例」という。）第７９条の規定にかかわらず、当分の

間、なお従前の例によることができる。 

１３ 一部改正法附則第１１条の規定により改正後の児童福祉法第４３条に規定する

児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児

童福祉施設条例第８０条の規定にかかわらず、令和９年３月３１日までの間、なお

従前の例によることができる。 

１４ この条例の施行の際現に設置している第９条の規定による改正前のさいたま市

児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（次項において「旧児童福祉施設

条例」という。）第７９条第１号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福

祉型児童発達支援センター及び同条第２号に規定する主として難聴児を通わせる福

祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設条例第７９条の規定にかか

わらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

１５ この条例の施行の際現に設置している旧児童福祉施設条例第７９条第１号に規

定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第 

 ２号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、 

 新児童福祉施設条例第８０条の規定にかかわらず、令和９年３月３１日までの間、

なお従前の例によることができる。 

 


